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明
治
前
半
期
の
会
社
形
式
に
よ
る
水
道
設
置 

　
―
千
川
水
道
会
社
を
例
に
―

森　

島　

知　

之

要
旨　
本
稿
は
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
に
東
京
府
に
て
岩
崎
弥
太
郎
ら
が
千
川
水
道
再
興
の
た
め
に
設
立
し
た
千
川
水
道
会
社
を
例
に
、
会
社
設
立
者
側

の
立
場
か
ら
明
治
前
期
に
お
け
る
会
社
形
式
の
水
道
設
置
の
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

従
前
の
研
究
に
お
い
て
は
、
経
営
史
や
財
政
史
な
ど
か
ら
府
県
や
政
府
が
担
う
は
ず
の
事
業
を
委
託
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
会
社
形
式
に
よ
る
水
道
設
置

が
行
わ
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
い
ず
れ
も
公
営
事
業
の
前
史
と
い
う
扱
い
か
ら
政
府
お
よ
び
府
県
の
立
場
で
の
み
の
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
設

立
者
側
の
立
場
か
ら
の
考
え
は
欠
い
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。

　

千
川
水
道
再
興
に
あ
た
っ
て
は
、
一
八
七
九
年
九
月
三
〇
日
に
当
時
沿
線
部
に
居
住
し
て
い
た
守
田
治
兵
衛
、
平
山
省
斎
、
小
木
曽
冨
三
、
増
田
寿
平
ら
が
東

京
府
庁
に
対
し
て
出
願
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
会
社
形
式
に
よ
る
設
置
は
資
金
調
達
の
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
完
成
後
の
運
営
ま
で
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
翌
年
三
月
二
六
日
に
守
田
ら
に
代
わ
り
、
岩
崎
弥
太
郎
、
二
橋
元
長
、
熊
谷
武
五
郎
、
寺
西
成
器
が
発
起
人
と
な
っ
て
千
川
上
水
再
興
を
願
い

出
て
い
た
時
に
は
資
金
の
増
殖
や
施
設
の
管
理
な
ど
水
道
設
置
後
の
運
営
に
も
積
極
的
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
当
初
の
構
想
と
は
変
化
が
生
じ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
実
際
の
水
道
の
利
用
状
況
を
見
る
と
、
飲
用
水
と
し
て
の
利
用
に
加
え
て
庭
園
へ
の
利
用
の
た
め
に
大
量
の
水
を
引
き
入
れ
る
動
き
も
確
認
で
き
た
。

こ
れ
は
会
社
設
立
者
で
も
あ
っ
た
前
田
家
や
岩
崎
家
の
邸
宅
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
設
立
者
側
で
あ
る
岩
崎
弥
太
郎
ら
は
沿
線
で
の
飲
料
水
の
確
保
の
み
な
ら
ず
、
庭
園
の
池
へ
の
利
用
の
よ
う
に
装
飾
目
的
と
し
て
の
利

用
も
視
野
に
入
れ
て
千
川
水
道
の
再
興
に
関
わ
り
、
そ
の
実
現
の
手
段
が
会
社
設
立
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
会
社
形
式
の
水
道
設
置
に
は
設
立
者
側
の
思
惑

も
あ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
会
社
形
式
、
千
川
水
道
会
社
、
水
賦
金
、
岩
崎
弥
太
郎
、
前
田
家

（縦組み　逆丁）
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は
じ
め
に

　

本
稿
は
千
川
水
道
会
社
を
例
に
、
水
道
条
例
制
定
前
で
あ
る
明
治
前
半
期
に

お
け
る
会
社
形
式
の
水
道
設
置
の
目
的
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

水
道
設
置
に
関
し
て
は
一
八
八
九
（
明
治
二
三
）
年
の
水
道
条
例
制
定
以

降
、「
公
営
原
則
」
が
ル
ー
ル
と
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
水

道
事
業
は
鉄
道
・
電
気
・
ガ
ス
な
ど
と
比
べ
て
大
規
模
な
私
営
事
業
が
な
く
、

イ
ン
フ
ラ
事
業
の
中
で
も
特
に
公
共
性
の
強
い
事
業
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き

た
。

　

一
方
で
水
道
条
例
制
定
に
あ
た
っ
て
、
水
道
の
経
営
主
体
に
私
営
会
社
を
加

え
よ
う
と
す
る
内
務
省
衛
生
局
と
、
市
町
村
の
み
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
内
務

省
法
制
局
と
の
間
で
論
争
が
起
こ
っ
て
い
た（

１
）。

さ
ら
に
、
横
浜
な
ど
で
会
社
形

式
に
よ
る
水
道
設
置
も
実
際
に
行
わ
れ
て
お
り
、
条
例
制
定
直
前
ま
で
私
営
会

社
に
よ
る
水
道
経
営
の
可
能
性
も
模
索
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
明
治
前
半
期
の
会
社
形
式
の
水
道
設
置
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
経
営

史
や
財
政
史
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
き
た
。

　

財
政
史
に
関
し
て
は
持
田
信
樹（

２
）が

市
営
事
業
の
源
流
を
求
め
る
中
で
紹
介
し

て
い
る
。
持
田
は
市
営
事
業
の
源
流
を
明
治
四
年
太
政
官
布
告
六
四
八
に
あ
る

と
し
て
、
都
市
の
衰
微
を
背
景
に
準
公
共
財
の
供
給
が
民
間
資
本
に
委
ね
ら
れ

て
い
た
状
況
を
説
明
し
、
そ
こ
で
同
布
告
を
根
拠
に
横
浜
水
道
会
社
が
設
立
さ

れ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

ま
た
経
営
史
か
ら
は
高
寄
昇
三（

３
）が
水
道
の
公
営
化
に
至
る
過
程
の
中
で
紹
介

し
て
い
る
。
高
寄
は
政
府
の
財
源
が
不
足
し
て
い
る
中
、
財
政
節
約
の
手
段
と

し
て
民
間
会
社
形
式
の
水
道
事
業
が
推
奨
さ
れ
た
と
し
た
。
さ
ら
に
府
県
に
お

い
て
も
資
金
調
達
の
手
段
と
し
て
会
社
形
式
に
よ
る
水
道
設
置
の
試
み
を
紹
介

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
事
例
に
お
い
て
も
給
水
能
力
や
財
源
不
足
な

ど
か
ら
経
営
破
綻
を
起
こ
し
て
お
り
、
水
道
事
業
は
民
営
に
は
な
じ
み
に
く
い

と
判
断
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
水
道
事
業
は
公
営
に
転
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

結
論
づ
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
両
研
究
と
も
会
社
形
式
の
水
道
設
置
が
行
わ
れ
た
背
景
を
本
来

政
府
や
府
県
な
ど
が
担
う
は
ず
の
事
業
を
民
間
に
委
託
し
た
結
果
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
政
府
や
府
県
の
立
場
か
ら
の
考
え
で
あ
り
、

会
社
設
立
者
側
の
立
場
か
ら
の
考
え
に
関
し
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
両
研
究
の
関
心
が
市
営
事
業
の
成
立
の
方
に
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
会
社

形
式
の
水
道
が
い
ず
れ
も
経
営
破
綻
や
公
営
の
水
道
に
吸
収
さ
れ
る
な
ど
存
続

し
て
い
な
い
こ
と
が
事
情
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

そ
の
一
方
で
松
村
敏
は
、
大
名
華
族
に
よ
る
投
資
の
事
例
と
し
て
、
毛
利
家

が
横
浜
水
道
会
社
へ
高
額
出
資
を
紹
介
し
て
い
る（

４
）。

松
村
は
、
毛
利
家
が
安
全

か
つ
利
益
の
上
が
る
投
資
で
あ
る
と
同
会
社
へ
の
投
資
に
期
待
し
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
て
お
り
、
政
府
や
府
県
と
は
異
な
る
理
由
で
設
立
者
側
が
水
道
設
立

に
関
与
し
て
い
た
可
能
性
が
う
か
が
え
る
。

　

さ
ら
に
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
水
道
条
例
制
定
直
前
ま
で
私
営
会
社
に
よ
る

水
道
設
置
の
見
込
み
は
残
っ
て
お
り
、
失
敗
例
が
出
な
が
ら
も
会
社
形
式
に
よ
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る
設
置
に
一
定
の
意
義
を
見
出
し
て
い
た
。
そ
こ
で
「
公
営
原
則
」
の
確
立
が

内
務
省
内
で
の
議
論
だ
け
で
な
く
、
国
内
で
の
実
態
も
踏
ま
え
た
上
で
の
結
果

で
も
あ
る
こ
と
を
検
証
す
る
上
で
会
社
形
式
に
よ
る
水
道
設
置
を
研
究
す
る
こ

と
は
有
意
義
な
も
の
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
一
八
八
〇
年
に
岩
崎
弥
太
郎
が
東
京
府
の
千
川
水
道（

５
）再
興

の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
千
川
水
道
会
社
（
以
降
、
水
道
会
社
）
を
事
例
に
明
治

前
半
期
に
お
け
る
会
社
形
式
に
よ
る
水
道
設
置
の
目
的
に
つ
い
て
設
立
者
側
の

立
場
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。
水
道
会
社
に
つ
い
て
は
東
京
都
公
文
書
館
所

蔵
の
東
京
府
文
書
の
ほ
か
、
三
菱
史
料
館
に
も
関
連
の
史
料
が
所
蔵
さ
れ
て
お

り
、
設
立
者
側
の
立
場
か
ら
の
検
討
に
は
適
し
て
い
る
事
例
だ
と
い
え
る
。

　

水
道
会
社
の
研
究
に
関
し
て
は
沿
線
の
自
治
体
史（

６
）や

三
菱
が
編
纂
し
た
社
史

や
伝
記（

７
）が

挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
水
道
会
社
が
岩
崎
弥
太
郎
ら
が
沿
線
部

に
て
給
水
困
難
な
状
況
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
設
立
さ
れ
た
と
し
て
お
り
、

再
興
さ
れ
た
千
川
水
道
に
対
し
て
は
「
東
京
都
の
水
道
に
魁
け
る
も
の（

８
）」

と
し

て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
い
ず
れ
も
具
体
的
な
運
用
実
態
な
ど
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
近
年
で
は
、
松
村
敏（

９
）が

前
田
家
が
第
十
五
国
立
銀
行
、
日
本
鉄
道
会
社
、

東
京
海
上
保
険
会
社
、
横
浜
正
金
銀
行
、
大
阪
紡
績
会
社
な
ど
と
と
も
に
千
川

水
道
会
社
に
投
資
す
る
形
で
設
立
に
関
与
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
拙
稿（

（1
（

で
は
岩
崎

弥
太
郎
の
他
に
も
沿
線
に
居
住
し
て
い
た
守
田
治
兵
衛
、
平
山
省
斎
、
増
田
寿

平
ら
が
千
川
水
道
再
興
の
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

最
後
に
本
稿
の
構
成
で
あ
る
が
、
千
川
水
道
お
よ
び
水
道
会
社
設
置
ま
で
の

経
緯
を
概
観
し
た
上
で
、
水
道
会
社
の
役
割
と
実
際
の
水
道
の
運
用
か
ら
水
道

設
置
の
目
的
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
た
い
。
そ
の
中
で
も
、
実
際
の
水
道
の
運

用
に
つ
い
て
は
主
に
会
社
の
発
起
人
で
も
あ
り
、
利
用
者
で
も
あ
っ
た
岩
崎
家

や
前
田
家
の
邸
宅
で
の
水
道
利
用
を
事
例
に
取
り
扱
う
。

　

な
お
、
史
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
字
を
新
字
に
改
め
、
適
宜
句
読
点

を
付
し
て
い
る
。
ま
た
断
り
の
な
い
限
り
、
史
料
中
の
棒
線
部
は
筆
者
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

第
一
章　

水
道
会
社
開
設
ま
で
の
経
緯

　

最
初
に
千
川
水
道
再
興
の
動
き
か
ら
水
道
会
社
開
設
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に

つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

１
．
水
道
再
興
の
呼
び
か
け

　

明
治
期
の
千
川
水
道
再
興
の
動
き
に
関
し
て
最
初
に
確
認
で
き
る
の
は
、

『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
明
治
一
二
年
九
月
四
日
号
の
記
事
で
あ
る
。
同
記
事
に

よ
る
と
「
或
る
華
族
」
が
「
有
志
者
」
に
呼
び
か
け
る
形
で
市
街
へ
の
給
水
の

動
き
が
あ
っ
た（

（1
（

と
さ
れ
る
。「
或
る
華
族
」
や
「
有
志
者
」
が
具
体
的
に
誰
で

あ
る
か
は
同
記
事
に
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
日
に
出
さ
れ
た
記
事
の
内

容
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
前
田
家
、
守
田
治
兵
衛
た
ち
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
同
月
三
〇
日
の
同
新
聞
の
記
事
に
お
い
て
、「
華
族
前
田
氏
」
や
「
三
菱
会

社
」
に
よ
る
資
金
提
供
の
も
と
、
沿
線
で
あ
る
下
谷
区
や
本
郷
区
に
居
住
し
て

い
た
守
田
治
兵
衛
、
平
山
省
斎
、
小
木
曽
冨
蔵
、
増
田
寿
平
に
よ
っ
て
東
京
府

庁
へ
出
願
し
た（

（1
（

と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
同
記
事
に
添
付
さ
れ
た
「
千
川
水
道
御
開

明治前半期の会社形式による水道設置 森島　知之
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設
之
義
願
」
を
左
に
掲
げ
る
。

千
川
水
道
御
開
設
之
義
願

千
川
水
道
之
義
ハ
徳
川
幕
府
之
頃
曽
テ
開
設
、
其
水
源
ハ
乃
チ
玉
川
ニ
シ

テ
北
豊
島
郡
上
保
谷
新
田
ヨ
リ
之
ヲ
分
水
シ
、
同
郡
瀧
ノ
川
村
ニ
導
キ
、

夫
ヨ
リ
巣
鴨
本
郷
ヲ
通
シ
下
谷
ニ
至
リ
、
当
時
其
水
道
所
通
之
町
々
日
用

食
水
ハ
勿
論
、
非
常
之
節
共
資
テ
其
便
利
ヲ
得
候
義
不
尠
事
ニ
候
処
、
末

年
維
持
之
道
不
整
ヨ
リ
水
道
漸
次
壊
塞
、
遂
ニ
全
ク
不
通
ニ
相
至
候
義
今

日
共
ニ
慨
惜
ス
ル
所
ニ
御
座
候
、
抑
衛
生
ハ
専
ラ
食
水
ノ
良
否
淵
源
致
候

旨
之
処
、
私
共
区
内
之
義
ハ
従
来
ノ
性
質
宜
シ
カ
ラ
ス
、
加
之
下
谷
ノ
如

キ
ハ
日
用
之
食
水
猶
給
ラ
ス
、
買
求
メ
以
テ
□
炊
之
用
ニ
供
候
向
不
少
、

又
本
郷
ニ
ハ
買
水
之
向
ハ
寡
少
ニ
候
得
共
、
毎
井
極
メ
テ
深
ク
日
常
其
汲

取
ニ
勤
ミ
、
殊
ニ
頻
年
悪
疫
之
流
行
モ
有
之
事
ニ
候
得
者
、
食
水
之
改
良

ヲ
謀
ル
ハ
区
内
方
今
ノ
一
急
務
ト
奉
存
、
私
共
申
合
会
社
創
立
、
右
千
川

水
道
開
設
之
義
請
願
仕
度
所
存
ニ
テ
、
別
紙
之
通
水
道
通
線
並
工
事
概
算

共
取
調
、
資
金
三
万
円
調
達
仕
候
、
然
ル
処
水
道
之
義
ハ
衆
庶
公
益
之
利

害
ニ
関
渉
不
少
事
業
ニ
付
、
私
立
会
社
ヲ
以
テ
開
設
候
節
ハ
自
然
将
来
之

取
締
難
行
届
場
合
ニ
有
之
、
折
角
区
内
ノ
公
益
ヲ
謀
リ
却
テ
其
甲
斐
不
相

立
様
之
義
出
来
候
テ
ハ
、
私
共
企
業
之
本
意
ニ
背
申
候
義
ニ
付
、
私
設
ヲ

以
テ
請
願
候
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
官
設
ヲ
奉
仰
候
方
万
全
之
義
ト
勘
弁
仕
候
、
因

テ
ハ
右
私
共
調
達
仕
候
金
員
別
紙
消
却
之
方
法
ヲ
以
テ
、
於
御
府
庁
御
引

受
被
下
候
様
仕
度
、
左
候
時
ハ
神
田
玉
川
両
上
水
同
様
之
御
取
扱
ニ
相
直

リ
、
取
締
筋
ハ
勿
論
、
将
来
維
持
之
方
法
モ
確
立
、
区
内
永
世
之
公
益
ト

相
成
、
従
テ
ハ
私
共
之
丹
精
相
達
難
有
事
ニ
御
座
候
間
、
何
卒
願
之
通
御

聞
届
被
成
下
度
、
別
紙
相
添
此
段
奉
請
願
候
以
上

（
（1
（

、

　

最
初
の
棒
線
部
よ
り
開
設
の
背
景
と
し
て
、
水
質
不
良
お
よ
び
掘
り
抜
き
井

戸
や
買
水
に
よ
る
飲
料
水
の
確
保
の
よ
う
な
飲
料
水
の
確
保
に
苦
労
す
る
状
況

が
あ
り
、
そ
こ
へ
伝
染
病
流
行
に
後
押
し
さ
れ
る
形
で
開
設
に
踏
み
切
っ
た
と

さ
れ
る
。
そ
し
て
次
の
棒
線
部
に
て
会
社
創
立
の
一
方
で
「
公
益
」
の
観
点
か

ら
水
道
設
置
に
関
し
て
は
「
私
立
会
社
」
に
よ
る
設
置
で
は
な
く
「
官
設
」
に

よ
る
設
置
を
望
ん
で
い
た
。
そ
の
「
官
設
」
に
よ
る
設
置
を
実
現
す
る
手
段
と

し
て
紹
介
さ
れ
た
の
が
「
消
却
之
方
法
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
調
達
し
た
金

を
東
京
府
に
貸
し
て
水
道
を
作
ら
せ
、
東
京
府
が
負
債
主
と
な
っ
て
「
水
賦
税

ヨ
リ
生
ス
ル
益
金
」
を
得
る
た
び
に
出
資
者
に
返
済
し
て
い
く
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
調
達
し
た
金
の
扱
い
に
つ
い
て
は
「
千
川
水
道
御
開
設
之
義
願
」
と

共
に
添
付
さ
れ
た
「
消
却
法
書
」
に
て
左
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

消
却
法
書

消
却
年
限
ヲ
二
十
ヶ
年
ト
定
ム
、
但
シ
毎
年
二
季
水
賦
税
ヨ
リ
生
ス
ル
益

金
ヲ
計
算
シ
益
金
ノ
生
シ
次
第
之
ヲ
消
却
シ
、
其
消
却
金
額
ヲ
予
定

セ（
マ
マ
）

サ
ル
事
、
○
毎
年
二
季
計
算
之
節
、
年
八
朱
ニ
当
ル
利
子
ヲ
払
入
ル

事
、
○
消
却
年
限
ヲ
過
キ
若
シ
消
却
未
済
ナ
ル
時
ハ
、
猶
更
ニ
約
定
ヲ
為

シ
、
延
期
ノ
年
限
ヲ
定
ム
ル
事
、
○
維
持
積
金
、
並
修
理
費
金
、
其
他
元

金
ニ
対
ス
ル
利
金
ヲ
除
ノ
外
ハ
都
テ
益
金
ニ
立
ル
事
、
但
水
番
人
並
水
配

人
等
、
総
テ
常
費
ニ
掛
ル
部
分
ハ
、
官
金
ヨ
リ
支
出
ヲ
願
フ
事
、
○
府
庁

債
主
ニ
対
シ
負
債
主
ト
ナ
リ
、
消
却
約
定
ヲ
結
フ
事（

（1
（

、
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そ
れ
に
よ
れ
ば
、
利
用
者
か
ら
徴
収
し
た
「
水
賦
税
」
を
「
修
理
費
」、「
維

持
積
金
」、「（
元
金
ニ
対
ス
ル
）
利
金
」、「
益
金
」
に
分
け
て
、
う
ち
「
利
金
」

や
「
益
金
」
を
出
資
者
側
に
返
す
形
を
想
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
「
消
却
法
書
」
に
記
載
さ
れ
た
内
容
が
構
想
に
止
ま
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
第
四
十
四
国
立
銀
行
宛
の
証
書
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
同
年
の
一
〇
月
二
日
に
先
述
の
守
田
、
平
山
、
小
木
曽
、

増
田
に
加
え
て
、
岩
本
平
左
衛
門
、
石
川
市
郎
兵
衛
、
野
村
源
四
郎
の
合
わ
せ

て
七
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
部
分
を
左
に
掲
げ

る
。

拙
者
共
儀
今
般
千
川
水
道
御
開
設
之
儀
請
願
致
候
ニ
付
、
資
金
若
干
也
御

繰
出
之
儀
及
御
依
頼
候
処
、
庶
民
公
益
之
企
業
ト
深
ク
御
推
量
、
格
別
之

消
却
法
ヲ
以
テ
御
相
談
之
通
御
承
諾
被
下
忝
存
候
、
就
テ
ハ
早
速
東
京
府

庁
江
請
願
可
致
ニ
付
、
御
許
可
之
上
ハ
御
約
束
金
額
無
相
違
御
弁
出
可
被

下
候
、
尤
右
金
員
借
用
之
儀
ハ
東
京
府
御
負
債
主
ニ
被
立
下
候
様
請
願
仕

候
ニ
付
、
御
許
可
之
上
ハ
消
却
法
御
承
諾
之
道
ヲ
以
テ
一
切
御
府
庁
ト
御

条
約
御
取
結
相
成
候
筈
ニ
付
、
其
以
後
ハ
右
金
員
之
儀
ニ
対
シ
拙
者
共
ニ

ハ
一
切
其
責
ニ
任
不
申
候
条
、
御
承
諾
之
御
請
旁
為
後
証
如
件

（
（1
（

、

　

棒
線
部
に
よ
る
と
、
第
四
十
四
国
立
銀
行
は
水
道
再
興
に
あ
た
っ
て
「
消
却

法
」
に
基
づ
い
て
資
金
を
提
供
す
る
と
い
う
七
人
の
依
頼
を
承
諾
を
し
て
お

り
、
提
供
し
た
資
金
に
関
し
て
も
東
京
府
が
負
債
主
と
な
っ
て
支
弁
す
る
旨
が

記
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、「
消
却
法
書
」
の
内
容
に
基
づ
い
て
資
金
提

供
の
用
意
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
八
七
九
年
の
段
階
に
お
い
て
会
社
形
式
と
は
あ
く
ま

で
資
金
調
達
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
完
成
後
の
水
道
運
営
ま
で

想
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

最
後
に
一
八
七
九
年
に
お
け
る
岩
崎
家
お
よ
び
前
田
家
の
動
向
に
つ
い
て
見

て
お
き
た
い
。

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
千
川
水
道
再
興
は
前
田
家
が
「
有
志
者
」
に
呼
び
か

け
る
形
で
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
資
本
の
提
供
者
と
し
て
も
前

田
家
や
「
三
菱
会
社
」
が
挙
が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
尊
経
閣
文
庫
が
所
蔵
す

る
「
御
達
并
進
達
物
留

（
（1
（

」
に
て
一
八
七
九
年
の
千
川
水
道
再
興
を
め
ぐ
っ
て
の

岩
崎
家
や
前
田
家
の
動
向
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
前
田
家
か
ら
出
し
た
達
や

提
出
し
た
文
書
の
控
え
に
あ
た
る
が
、
そ
の
う
ち
一
八
七
九
年
一
一
月
一
二
日

の
項
に
前
田
家
か
ら
本
郷
区
区
務
所
に
対
し
て
「
今
回
千
川
用
水
本
郷
通
リ
通

水
開
鑿
相
成
候
ニ
付
テ
ハ
、
当
家
ニ
於
テ
兼
テ
岩
崎
弥
太
郎
ヘ
申
込
置
候
通

リ
、
井
戸
数
五
拾
相
望
申
候
得

（
（1
（

」
と
申
告
し
て
い
た
動
き（

（1
（

が
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
前
田
家
は
水
道
の
引
用
に
あ
た
っ
て
事
前
に
岩
崎
弥
太
郎
と
相

談
し
て
お
り
、
岩
崎
が
水
量
の
決
定
に
関
し
て
一
定
の
権
限
を
持
っ
て
お
り
、

単
に
資
本
を
提
供
す
る
だ
け
の
立
場
に
留
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

　

し
か
し
守
田
た
ち
が
岩
崎
や
前
田
と
は
別
に
第
四
十
四
国
立
銀
行
に
も
資
金

の
提
供
を
願
い
出
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
後
述
の
よ
う
に
翌
一
八
八
〇
年
の
会

社
開
設
願
に
お
い
て
守
田
た
ち
の
名
前
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
す
で
に

岩
崎
や
前
田
と
守
田
ら
と
の
間
で
水
道
の
運
営
方
針
を
巡
っ
て
意
見
に
食
い
違
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い
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

２
．
会
社
設
立
の
出
願

　

一
八
七
九
年
一
一
月
か
ら
翌
一
八
八
〇
年
三
月
ま
で
の
間
、
千
川
水
道
再
興

を
め
ぐ
る
動
き
は
、
一
八
七
九
年
十
二
月
に
上
野
公
園
へ
の
分
岐
お
よ
び
同
所

で
開
催
予
定
で
あ
っ
た
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
で
の
利
用
を
希
望
す
る
旨
が

上
申
さ
れ
て
い
た（

（1
（

こ
と
を
除
き
、
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
一
八
八
〇
年
三
月
二
六
日
に
は
岩
崎
弥
太
郎
の
他
、
三
菱
の
社
員

で
あ
っ
た
二
橋
元
長
、
第
四
十
四
国
立
銀
行
の
頭
取
で
あ
っ
た
熊
谷
武
五
郎
、

前
田
家
の
家
扶
で
あ
っ
た
寺
西
成
器（

（2
（

の
四
人
が
発
起
人
と
な
っ
て
東
京
府
に
対

し
て
水
道
会
社
開
設
を
願
い
出
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、「
千
川
水
道
開

設
之
儀
願
」
が
提
出
さ
れ
た
が
、
一
八
七
九
年
九
月
に
提
出
さ
れ
た
「
千
川
水

道
御
開
設
之
義
願
」
と
比
較
す
る
と
、
冒
頭
の
水
道
再
興
の
背
景
に
関
し
て
は

ほ
ぼ
同
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、「
官
設
」
や
消
却
方
に
関
す
る
事
項
は
一
切
削
除
さ
れ
て
お
り
、

代
わ
り
に
以
下
の
内
容
の
記
載
が
確
認
で
き
る
。

一
、
右
水
道
開
設
ニ
係
ル
工
事
之
儀
ハ
道
路
開
止
等
御
取
締
筋
ニ
関
係
仕

候
儀
ニ
テ
、
会
社
ニ
於
テ
ハ
開
設
仕
兼
候
間
、
特
別
之
御
保
護
筋
ヲ
以
テ

工
事
ニ
係
ル
一
切
之
儀
ハ
、
何
卒
御
府
庁
ニ
於
テ
御
取
扱
被
成
下
候
様
仕

度
奉
願
候

一
、
株
券
五
万
円
之
内
、
発
起
人
ニ
於
テ
四
万
円
ヲ
指
出
シ
、
指
向
別
紙

第
一
図
之
通
リ
着
手
、
追
テ
残
一
万
円
ヲ
募
集
、
第
二
図
之
通
リ
開
設
仕

度
候

右
之
通
リ
社
則
並
図
面
類
相
添
奉
願
候
間
、
何
卒
急
速
御
許
可
被
成
下
度

候
也（

（2
（

　

す
な
わ
ち
、
資
金
調
達
の
手
段
が
株
券
の
発
行
に
よ
る
も
の
に
変
更
さ
れ
て

お
り
、
う
ち
五
分
の
一
を
募
集
、
残
り
を
発
起
人
側
が
買
う
形
と
な
っ
て
い

た
。
ま
た
水
道
設
置
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
一
八
七
九
年
の
時
か
ら
引
き
続
き

東
京
府
に
依
頼
す
る
形
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
会
社
開
設
に
あ
た
っ
て
は
守

田
ら
の
名
前
は
現
れ
て
お
ら
ず
、
以
降
は
岩
崎
ら
に
よ
っ
て
会
社
設
置
が
行
わ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

３
．
会
社
開
設
を
め
ぐ
る
東
京
府
側
の
反
応

　

こ
の
会
社
形
式
に
よ
る
水
道
再
興
を
東
京
府
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の

か
。

　

開
設
願
が
提
出
さ
れ
た
三
日
後
の
三
月
二
九
日
、
東
京
府
土
木
課
の
水
道
掛

か
ら
会
社
形
式
に
よ
る
水
道
再
興
に
対
し
て
左
の
よ
う
な
上
申
が
あ
っ
た
。

下
谷
本
郷
其
他
ノ
三
区
江
玉
川
上
水
新
設
ノ
義
、
各
区
冀
望
ノ
出
願
ナ
レ

ハ
、
該
費
金
ハ
前
各
区
及
ヒ
博
物
館
ヨ
リ
弁
出
ス
ル
ハ
、
先
規
ニ
徴
シ
至

当
ノ
儀
ト
相
考
候
得
共
、
右
出
金
実
際
難
被
行
シ
テ
、
此
上
水
ハ
衛
生
上

ハ
勿
論
、
日
用
有
益
ト
視
認
、
起
工
セ
ス
ン
ハ
各
区
其
他
ノ
不
幸
ト
ナ
ラ

ハ
、
該
費
金
ヲ
内
務
省
江
乞
願
シ
、
無
利
足
ニ
テ
返
納
期
限
何
ヶ
月
ト
定

メ
、
水
賦
金
ヲ
以
テ
皆
納
ヲ
約
シ
、
前
省
江
拝
借
御
稟
議
相
成
度
、
既
ニ

先
年
神
田
上
水
不
潔
削
除
法
施
行
費
年
賦
拝
借
金
、
本
年
迄
約
定
之
通
大

蔵
省
江
皆
納
相
成
、
就
テ
ハ
右
起
工
ハ
真
ニ
有
益
ト
視
認
ル
上
ハ
、
先
規

ヲ
踏
ミ
拝
借
金
乞
願
致
シ
、
該
業
竣
功
ヲ
奏
サ
ハ
、
之
レ
衆
庶
警
護
ノ
実
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心
又
人
民
ニ
モ
感
動
致
シ
、
決
シ
テ
私
会
社
ト
同
一
視
致
間
敷
、
依
テ
官

設
ヲ
可
ト
ス
ル
原
因
如
此

無
年
限
ノ
私
会
社
ヲ
人
民
ヨ
リ
之
ヲ
見
レ
ハ
、
必
ス
一
ノ
商
法
ト
可
見

做
、
其
商
法
上
ヨ
リ
発
ル
会
社
江
百
坪
以
上
ノ
分
水
ヲ
許
サ
ハ
、
先
年
来

当
府
下
及
ヒ
神
奈
川
県
下
各
村
ヨ
リ
致
請
求
候
飲
養
水
認
可
不
相
成
分
、

之
レ
許
サ
ヽ
ル
ヲ
不
得
、
若
許
サ
ス
ン
ハ
決
シ
テ
公
平
ナ
ラ
ス
、
公
平
ニ

許
サ
ハ
玉
川
上
水
欠
乏
ヲ
来
ス
ノ
患
ア
リ
、
又
此
新
設
水
道
ハ
千
川
用
水

筋
ヲ
注
ク
ヲ
以
テ
、
其
組
合
村
落
及
ヒ
印
刷
局
王
子
抄
紙
部
並
買
上
地
所

水
車
取
払
等
ノ
各
事
之
レ
会
社
於
テ
追
々
遂
示
談
書
面
ヲ
副
テ
願
出
ル
ハ

普
通
ノ
義
ニ
有
之
、
此
示
談
ニ
向
ヒ
人
民
ヨ
リ
該
会
社
商
法
上
ヨ
リ
成
立

ト
見
做
サ
ハ
、
各
示
談
至
難
ノ
事
ト
致
想
測
候
、
之
レ
官
設
ナ
ラ
ハ
仕
来

モ
有
之
可
行
届
、
尤
官
私
其
方
法
異
ニ
ス
、
法
異
ナ
レ
ハ
人
民
感
和
ヲ
異

ニ
ス
、
之
レ
人
情
制
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
依
テ
会
社
法
ヲ
以
テ
各
事
ノ
示
談
至

難
ト
相
考
候
、
就
テ
ハ
願
立
各
区
ヨ
リ
出
金
至
当
ナ
レ
ト
モ
不
行
届
、
併

該
業
起
サ
ス
ン
ハ
衆
庶
ノ
不
幸
ナ
ラ
ハ
、
無
余
儀
前
述
ノ
拝
借
金
ヲ
以
起

工
ノ
方
ト
被
存
候

　

右
上
申
候
也（

（2
（

　

棒
線
部
に
あ
る
よ
う
に
衛
生
上
お
よ
び
日
常
の
便
利
さ
の
観
点
か
ら
、
水
道

掛
は
水
道
再
興
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
歓
迎
の
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
し
か

し
、
①
東
京
府
や
神
奈
川
県
の
村
部
に
対
し
て
公
平
性
に
欠
け
る
こ
と
、
②
既

存
の
千
川
上
水
の
沿
線
と
の
示
談
が
困
難
で
あ
る
こ
と
の
二
点
を
弊
害
と
し
て

掲
げ
た
上
で
、
会
社
形
式
に
よ
る
再
興
に
は
反
対
し
て
い
た
。
そ
こ
で
会
社
形

式
に
よ
る
設
置
に
代
わ
り
、
内
務
省
か
ら
拝
借
金
を
得
る
こ
と
に
よ
る
「
官

設
」
を
提
案
す
る
。
拝
借
金
を
得
る
こ
と
を
提
案
し
た
背
景
に
は
、
史
料
中
に

も
あ
る
よ
う
に
東
京
府
が
大
蔵
省
か
ら
拝
借
金
を
得
て
い
た
経
験
が
あ
っ
た
。

　

水
道
料
金
の
徴
収
に
あ
た
っ
て
東
京
府
で
は
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
水

税
規
則
を
定
め
る
も
、
実
際
の
徴
収
は
叶
わ
ず
に
旧
町
会
所
積
金
に
よ
る
建
て

替
え
が
行
わ
れ
て
い
た（

（2
（

。
し
か
し
水
道
修
繕
費
が
月
を
重
ね
る
毎
に
多
額
を
要

し
て
お
り
、
一
八
七
三
年
一
一
月
の
布
告
に
よ
れ
ば
、
多
額
の
出
費
の
末
に
積

金
を
使
い
果
た
し
て
し
ま
い
建
て
替
え
が
追
い
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

た（
（2
（

。
そ
こ
で
、
一
八
七
四
年
七
月
二
〇
日
に
東
京
府
か
ら
上
水
沿
線
の
各
区

長
・
戸
長
に
対
し
て
集
金
の
再
開
と
と
も
に
、
大
蔵
省
か
ら
金
三
万
円
を
一
時

繰
替
、
下
げ
渡
さ
れ
る
こ
と
が
通
達
さ
れ
て
い
た（

（2
（

。
ま
た
史
料
中
の
「
神
田
上

水
不
潔
削
除
法
施
行
費
年
賦
拝
借
金
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
八
七
五
年
一
一

月
二
五
日
に
東
京
府
か
ら
玉
川
神
田
両
上
水
沿
線
に
相
当
す
る
各
区
の
区
長
お

よ
び
戸
長
に
対
し
て
出
さ
れ
た
達
に
て
、
水
路
清
潔
方
法
が
設
定
さ
れ
た
と
し

て
二
万
円
が
大
蔵
省
か
ら
貸
し
下
げ
れ
て
お
り
、
五
か
年
で
返
納
す
る
こ
と
と

さ
れ
た（

（2
（

。
そ
れ
以
降
、
清
潔
費
も
水
賦
金
と
同
時
に
沿
線
各
区
に
て
徴
収
が
行

わ
れ
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
な
背
景
か
ら
水
道
掛
は
水
道
再
興
に
あ
た
っ
て
内

務
省
か
ら
の
拝
借
金
に
期
待
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
上
申
に
対
し
て
東
京
府
内
で
い
か
な
る
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
か
は
管
見

の
限
り
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
同
年
四
月
一
〇
日
に
東
京
府
は
「
会
社
設
立
ノ
方
法
ニ
於
テ
ハ
不

都
合
無
之

（
（2
（

」
と
し
た
上
で
、
玉
川
上
水
が
埼
玉
県
お
よ
神
奈
川
県
に
ま
た
が
っ
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て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
水
道
再
興
に
あ
た
っ
て
既
存
の
水
路
の
拡
幅
や
流
れ
る

水
量
の
増
加
を
理
由
に
埼
玉
県
お
よ
び
神
奈
川
県
に
対
し
て
照
会
を
開
始
し

た（
（2
（

。
東
京
府
は
内
務
省
へ
の
拝
借
金
で
は
な
く
、
会
社
形
式
の
設
置
が
選
択
し

た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
両
県
と
の
交
渉
の
末
、
東
京
府
は
同
年
八
月
二
五
日
に
会
社
の
開
設

を
許
可
し
て
い
る（

（2
（

。

第
二
章　

水
道
会
社
の
役
割

　

本
章
で
は
水
道
会
社
の
役
割
か
ら
水
道
会
社
設
置
の
目
的
を
検
討
し
て
い
き

た
い
。

１
．
千
川
水
道
会
社
の
役
割

（
１
）
東
京
府
と
警
視
庁
と
の
関
係

　

水
道
会
社
の
役
割
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
一
八
八
〇
年
三
月
に
前
掲
の

「
千
川
水
道
開
設
之
儀
願
」
と
共
に
東
京
府
宛
に
提
出
さ
れ
た
、「
会
社
定
款
」、

「
会
社
営
業
規
則
」
を
見
て
い
き
た
い
。

　
「
会
社
定
款
」
の
第
一
条
、
第
二
条
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
な
さ
れ
て

い
る
。第

一
条　

水
道
ハ
道
路
ヲ
開
鑿
シ
往
来
ノ
閉
止
ニ
関
係
ス
ル
ヲ
以
テ
、
会

社
ハ
直
チ
ニ
其
開
設
及
修
理
ノ
工
事
ヲ
為
シ
難
シ
、
故
ニ
工
事
一
切
ノ
事

ハ
都
テ
之
ヲ
東
京
府
庁
ニ
頼
願
シ
テ
、
其
官
鑿
ヲ
請
ク
ヘ
シ

第
二
条　

水
道
ハ
食
水
ニ
供
シ
公
衆
ノ
衛
生
ニ
関
係
ス
ル
ヲ
以
テ
、
水
路

ノ
取
締
ヲ
厳
ニ
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
、
故
ニ
其
取
締
一
切
ノ
事
ハ
都
テ
之
ヲ
警

視
局
ニ
頼
願
シ
テ
、
其
保
護
ヲ
請
ク
ヘ
シ（

（3
（

　

つ
ま
り
、
工
事
に
関
し
て
は
東
京
府
庁
に
、
水
路
の
取
締
に
つ
い
て
は
警
視

局
に
委
任
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
水
道
会
社
は
水
道
に
関
す

る
全
て
の
業
務
を
引
き
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
東
京
府
や
警
視
局
か
ら

一
定
の
監
督
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

　

第
一
章
に
お
い
て
も
一
八
七
九
年
の
段
階
か
ら
一
貫
し
て
水
道
設
置
そ
の
も

の
は
東
京
府
に
依
頼
す
る
形
と
な
っ
て
い
た
と
し
た
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な

形
で
工
事
を
任
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

会
社
開
設
が
許
可
さ
れ
た
一
八
八
一
年
八
月
二
五
日
に
、
岩
崎
弥
太
郎
は
東

京
府
知
事
宛
に
左
の
よ
う
な
問
い
合
わ
せ
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

今
般
千
川
水
道
開
設
之
義
御
許
可
之
上
、
右
工
事
御
府
庁
ニ
於
テ
御
支
扱

之
儀
共
御
聞
届
被
成
下
候
ニ
付
テ
ハ
、
左
之
廉
ニ
預
メ
心
得
申
度
候
間
、

御
下
知
被
成
下
度
、
此
段
相
伺
候
也

一
、
工
事
仕
様
並
費
用
之
事

一
、
同
着
手
期
限
並
落
成
期
限
之
事

一
、
費
用
金
割
納
期
限
ノ
事

右
之
通
リ（

（3
（

　

こ
こ
に
お
い
て
岩
崎
は
工
事
の
費
用
、
工
事
の
期
限
、
費
用
納
入
の
期
限
に

つ
い
て
問
い
合
わ
せ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
東
京
府
は
同
年
九
月

三
日
に
お
い
て
以
下
の
様
に
回
答
し
て
い
る
。

書
面
願
之
趣
者
左
之
通
可
相
心
得
事

一
、
工
事
仕
様
並
費
用
之
儀
ハ
取
調
出
来
之
都
度
、
当
府
土
木
課
ヨ
リ
可
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及
通
知
候
条
、
同
課
ニ
出
願
一
覧
可
致
候
事

一
、
工
業
同
様
之
儀
ハ
本
年
十
月
起
工
、
明
治
十
四
年
十
二
月
竣
工
之
積

ニ
候
事

一
、
費
用
金
割
納
之
義
ハ
即
今
預
定
難
相
成
候
間
、
工
業
出
来
形
ニ
応
シ

皆
払
、
又
ハ
内
渡
金
員
日
数
三
日
前
ニ
当
府
土
木
課
よ
り
可
及
通
知
候

条
、
同
時
ニ
当
府
会
計
課
へ
可
相
納
事（

（3
（

 

少
な
く
と
も
金
額
に
関
し
て
は
そ
の
都
度
土
木
課
か
ら
通
知
が
行
わ
れ
る
こ

と
、
そ
し
て
工
事
が
出
来
次
第
費
用
を
納
入
す
る
方
針
が
会
社
設
立
か
ら
一
ヶ

月
後
の
段
階
で
決
定
し
て
い
た
。

 

そ
し
て
水
道
会
社
か
ら
東
京
府
知
事
宛
に
一
八
八
二
年
八
月
に
作
成
さ
れ
た

願
の
控
を
左
に
掲
げ
る
。

庁
第
廿
壱
号

仕
様
書
並
精
算
帳
水
路
樋
線
高
低
測
量
図
御
下
附
之
儀
ニ
付
願

千
川
水
道
開
鑿
ニ
付
、
該
工
事
之
儀
御
府
庁
御
保
護
ヲ
以
テ
此
節
半
ハ
落

成
仕
リ
難
有
奉
存
候
、
然
処
資
本
金
之
都
合
も
御
座
候
ニ
付
、
於
此
際
一

ト
先
ツ
是
迄
遣
払
之
分
悉
皆
精
算
仕
度
奉
存
候
処
、
右
仕
様
書
並
勘
定
書

類
只
今
迄
追
テ
御
下
付
被
成
下
候
分
も
御
座
候
得
共
、
侭
洩
落
之
廉
有
之

調
査
之
上
指
支
之
儀
御
座
候
間
、
此
上
之
御
手
数
恐
入
候
得
共
、
当
初
ヨ

リ
即
今
迄
御
着
手
被
仰
付
候
分
上
保
屋
水
門
工
事
ヨ
リ
水
路
修
繕
並
巣
鴨
石
堰
其
他
水
溜
池
開
鑿
修
繕

夫
ヨ
リ
埋
樋
工
事
巣
鴨
ヨ
リ
本
郷
筋
並
切
通
シ
筋
三
組
町
線
共
悉
皆

之
仕

様
書
木
材
。
鉄
物
遣
高
。
其
他
一
切

之
入
用
品
並
工
数
人
足
高
不
残

、
並
其
精
算
帳
、
其
他
水
路
之並

樋
線
之
高
低
測
量
図

水
路
ハ
上
保
屋
千
川
水
門
口
ヨ
リ
巣
鴨
石
堰
来
ル

処
水
溜
池
迄
樋
線
ハ
埋
樋
ニ
属
ス
ル
線
路
不
残

共
調
整
之
上
御
下
付
被
成
下
候
様
仕
度
、
尤
御

入
費
筋
ニ
御
関
係
之
儀
ト
奉
存
候
間
、
右
ハ
御
達
次
第
速
ニ
上
納
可
仕
候

間
、
何
分
ニ
も
早
速
ニ
御
下
付
被
成
下
候
様
奉
願
候
也

明
治
十
五
年
八
月
十
八
日

�

千
川
水
道
会
社

�

取
締
役
二
橋
元
長

東
京
府
知
事
芳
川
顕
正
殿（

（3
（

　

水
道
会
社
は
工
事
の
進
展
に
伴
い
、
同
年
の
七
月
二
七
日
に
工
事
を
め
ぐ
る

「
仕
様
書
」
や
「
勘
定
書
類
」
を
東
京
府
か
ら
受
け
取
っ
て
い
た（

（3
（

。
し
か
し
、

内
容
に
不
備
が
あ
る
た
め
に
精
算
に
支
障
を
き
た
し
て
お
り
、
改
め
て
修
正
の

上
再
提
出
を
求
め
た
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
願
は
取
消
と
な
っ
た
も
の
の
、
少
な
く
と
も
実
際
の
工
事
に
お
い
て
も

水
道
会
社
は
東
京
府
か
ら
受
け
取
っ
た
見
積
も
り
な
ど
を
も
と
に
完
成
し
た
水

道
に
対
し
て
工
事
費
の
支
払
い
を
行
な
お
う
と
し
て
い
た
。

（
２
）
水
賦
金
の
運
用

　

工
事
費
の
支
払
い
の
他
、
水
道
会
社
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の

か
。

　

水
道
会
社
側
の
役
割
に
関
し
て
は
「
会
社
営
業
規
則
」
に
お
い
て
以
下
の
よ

う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。

第
一
条　

用
水
ヲ
並
井
、
吹
井
ノ
二
種
ニ
分
チ
、
其
引
用
ノ
水
量
ニ
従

ヒ
、
左
ノ
割
合
ヲ
以
テ
水
賦
金
ヲ
徴
収
ス
ヘ
シ

（
中
略
）

第
三
条　

会
社
ハ
引
用
ノ
請
求
ヲ
ナ
ス
者
ア
ル
時
ハ
、
之
ヲ
東
京
府
庁
ニ
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具
申
シ
認
許
ヲ
受
ル
ノ
後
、
之
ヲ
許
諾
シ
、
其
水
量
種
類
ニ
従
ヒ
会
社
ノ

鑑
札
ヲ
其
引
用
主
ニ
渡
シ
、
其
井
ニ
釘
付
セ
シ
ム
ヘ
シ

（
中
略
）

第
六
条　

会
社
ハ
元
樋
ヲ
開
設
シ
、
元
樋
ヲ
修
理
ス
ル
ニ
止
ル
、
故
ニ
各

自
ノ
引
取
枡
、
引
取
樋
等
ニ
係
ル
工
事
ハ
都
テ
其
引
用
主
ニ
於
テ
之
ヲ
弁

ス
ヘ
シ

　

棒
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
水
道
会
社
は
水
道
の
利
用
者
か
ら
井
戸
の
数
や
、

「
並
井
」・「
吹
井

（
（3
（

」
の
よ
う
な
井
戸
の
種
類
に
応
じ
て
水
賦
金
を
徴
収
す
る
こ

と
（
第
一
条
）、
利
用
を
希
望
す
る
者
か
ら
請
求
を
受
け
た
上
で
東
京
府
庁
へ

具
申
し
認
許
を
受
け
る
こ
と
（
第
三
条
）、
そ
し
て
「
元
樋

（
（3
（

」
の
開
設
お
よ
び

修
理
を
す
る
こ
と
（
第
六
条
）
が
役
割
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
元

樋
」
に
対
し
て
「
引
取
樋

（
（3
（

」
な
ど
の
設
置
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
利
用
者
の
方

で
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
工
事
費
の
負
担
の
他
、
設
置

工
事
が
終
わ
っ
た
後
の
水
道
設
備
の
管
理
や
料
金
の
徴
収
な
ど
を
水
道
会
社
側

が
担
っ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
「
水
賦
金
」
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、「
会
社
定
款
」
に
て
左
の
よ
う

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

第
十
七
条　

会
社
ハ
毎
季
収
入
ス
ル
所
ノ
水
賦
金
ヲ
営
業
費
修
理
費
維
持

積
金
利
益
配
当
金
ノ
四
類
ニ
分
テ
其
出
納
ヲ
為
ス
ヘ
シ

第
十
八
条　

維
持
積
金
及
修
理
費
ハ
確
実
ナ
ル
銀
行
又
ハ
富
豪
ノ
向
ヘ
預

ケ
運
用
増
殖
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ヘ
シ

　

こ
の
よ
う
に
徴
収
し
た
「
水
賦
金
」
は
「
営
業
費
」、「
修
理
費
」、「
維
持
積

金
」、「
利
益
配
当
金
」
の
四
つ
に
分
け
て
出
納
し
、
う
ち
「
維
持
積
金
」、「
修

理
費
」
は
「
確
実
ナ
ル
銀
行
」
や
「
富
豪
」
の
も
と
に
預
け
て
運
用
増
殖
さ
せ

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

　

徴
収
し
た
水
賦
金
の
使
い
方
に
関
し
て
は
、
一
八
八
二
年
四
月
六
日
に
水
道

会
社
側
に
て
作
成
さ
れ
た
「
当
社
維
持
目
的

（
（3
（

」
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
そ

れ
に
よ
る
と
水
賦
金
に
よ
る
収
入
を
七
五
〇
〇
円
と
し
て（

（3
（

、
う
ち
一
〇
〇
〇
円

を
会
社
の
経
費
、
一
〇
〇
〇
円
を
水
路
や
樋
な
ど
の
修
繕
費
、
二
〇
〇
〇
円
を

樋
の
新
造
や
交
換
の
た
め
の
積
立
金
に
そ
れ
ぞ
れ
充
て
、
収
入
の
半
分
で
あ
る

三
五
〇
〇
円
を
株
主
の
配
当
金
と
す
る
と
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
費
目
は
先
述

の
「
会
社
定
款
」
の
内
容
と
対
応
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
株
主
の
配
当
金
と

は
定
款
に
お
け
る
「
利
益
配
当
金
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
こ
の
時
の
株
主
で
あ
る
が
、「
水
道
会
社
設
立
願
」
と
共
に
提
出
さ

れ
た
「
会
社
創
立
証
書
」
の
第
四
条
に
て
「
当
会
社
ハ
五
万
円
ヲ
以
テ
開
設
ノ

資
金
ト
ナ
シ
一
株
ヲ
百
円
ト
定
メ
乃
チ
五
百
株
ニ
分
テ
之
ヲ
募
集
ス
ヘ
シ

（
（4
（

」
と

し
、
う
ち
百
株
を
募
集
、
四
百
株
は
岩
崎
、
寺
西
、
熊
谷
、
二
橋
が
引
き
受
け

る
形
と
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
発
起
人
四
人
が
配
当
金
の
大
半
を
受
け
取
る
こ

と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
発
起
人
へ
の
利
益
確
保
の
機
能
も
水
道
会
社

で
は
担
わ
れ
て
い
た
。

　

ま
た
一
八
八
六
年
三
月
二
九
日
に
岩
崎
弥
太
郎
の
後
を
継
い
だ
岩
崎
弥
之
助

が
会
社
再
建
に
あ
た
り
、
各
事
業
所
宛
に
出
さ
れ
た
通
達
を
出
し
て
い
た（

（4
（

。
そ

こ
に
は
「
第
百
十
九
国
立
銀
行
及
千
川
水
道
会
社
ハ
独
立
ノ
会
社
ナ
リ
ト
雖
モ

其
株
式
ハ
我
占
有
ナ
ル
ヲ
以
テ
業
務
上
総
テ
本
社
ノ
指
図
ヲ
受
ケ
シ
ム
」、「
第
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百
十
九
国
立
銀
行
及
ヒ
千
川
水
道
会
社
ノ
役
員
ハ
総
テ
本
社
々
員
ヲ
以
テ
之
ニ

充
ツ
」
と
さ
れ
、
千
川
水
道
会
社
は
命
令
系
統
や
人
員
な
ど
に
お
い
て
三
菱
社

の
影
響
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
背
景
と
し
て
三
菱
社
に
よ
る
株
式

の
占
有（

（4
（

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
利
益
確
保
の
性
格
が
強
ま
っ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

（
３
）
施
設
の
運
用

　

さ
ら
に
水
道
に
付
随
す
る
施
設
の
運
用
に
つ
い
て
も
、
水
道
会
社
側
に
裁
量

が
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
上
流
か
ら
流
れ
た
水
を
一
時
沈
澱
さ
せ
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る
水

溜
池
を
事
例
に
見
て
い
き
た
い
。

　

一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
年
一
二
月
一
日
に
東
京
府
知
事
松
田
道
之
か
ら
内

務
卿
の
松
方
正
義
に
対
し
て
、「
千
川
上
水
会
社
ニ
於
テ
買
入
候
府
下
地
北
豊

島
郡
巣
鴨
村
反
別
七
反
壱
畝
拾
壱
歩
、
同
新
堀
及
水
溜
敷
ト
ナ
シ
候
ニ
付
テ

ハ
、
前
書
反
別
民
有
地
第
弐
種
ニ
組
替
可
然
哉
、
図
面
添
此
段
相
伺
候
也

（
（4
（

」
と

し
て
、
新
堀
お
よ
び
水
溜
池
の
建
設
予
定
地
で
あ
っ
た
北
豊
島
郡
巣
鴨
村
の
田

畑
に
対
し
て
地
種
変
換
を
願
い
出
て
い
た
。
こ
の
時
、
同
地
は
水
道
会
社
が
す

で
に
買
い
入
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
同
月
二
八
日
に
「
書
面
伺
之
趣
聞
届
候

事
（
（4
（

」
と
し
て
聞
き
届
け
ら
れ
た
後
、
翌
一
八
八
一
年
一
月
二
八
日
に
は
水
道
会

社
取
締
役
の
二
橋
元
長
か
ら
東
京
府
知
事
松
田
道
之
宛
に
買
い
取
っ
た
田
畑
に

対
し
て
地
券
の
下
げ
渡
し
を
願
い
出
て
い
た（

（4
（

。
そ
の
際
、「
当
会
社
発
起
人
岩

崎
彌
太
郎
名
前
ヲ
以
テ
、
所
有
地
第
二
種
之
地
券
証
御
下
付
被
成
下
度

（
（4
（

」
と
し

て
地
券
の
名
義
に
岩
崎
弥
太
郎
を
希
望
し
て
い
た
。
そ
し
て
同
年
二
月
一
日
に

地
券
が
交
付
さ
れ
る
と
、
さ
ら
に
同
年
三
月
七
日
に
は
二
橋
元
長
か
ら
東
京
府

土
木
課
に
対
し
て
、
巣
鴨
村
水
溜
池
水
番
人
と
し
て
澤
田
陶
三
を
水
道
会
社
が

雇
い
入
れ
た
こ
と
を
届
け
出
て
い
た（

（4
（

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
水
溜
池
の
所
有
お
よ
び
管
理
も
水
道
会
社
の
側
が
担
っ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
前
章
で
取
り
上
げ
た
「
消
却
法
書
」
に
お

い
て
、「
水
番
人
並
水
配
人
等
総
テ
常
費
ニ
掛
ル
部
分
ハ
官
金
ヨ
リ
支
出
ヲ
願

フ
事

（
（4
（

」
と
し
て
、
一
八
七
九
年
の
段
階
で
は
水
番
人
な
ど
に
関
す
る
負
担
は
東

京
府
側
に
委
ね
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
構
想
当
初
よ
り

も
設
立
者
側
に
よ
る
主
導
権
が
強
く
な
っ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
一
方

で
一
八
八
〇
年
一
〇
月
に
元
々
北
豊
島
郡
巣
鴨
村
に
在
住
し
て
い
た
榎
本
七
五

郎
が
東
京
府
に
対
し
て
「
無
給
ヲ
以
右
番
人
相
勤
可
申
候
間
」
と
し
て
水
番
人

を
願
い
出
て
い
た（

（4
（

。
そ
れ
に
対
し
て
東
京
府
は
「
水
番
人
之
儀
者
千
川
水
道
会

社
之
所
属
ニ
候
間
、
御
詮
議
難
相
成
」
と
し
て
願
い
出
を
却
下
し
て
お
り（

（5
（

、
東

京
府
も
水
番
人
の
選
定
に
つ
い
て
早
期
の
段
階
か
ら
水
道
会
社
側
に
任
せ
て
い

た
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
守
田
た
ち
に
代
わ
っ
て
岩
崎
家
や
前
田
家
の
関
係
者
が

発
起
人
と
な
っ
て
以
降
、
水
道
会
社
の
役
割
に
変
化
が
み
ら
れ
て
い
た
。
す
な

わ
ち
資
金
調
達
に
と
ど
ま
ら
ず
、
資
金
の
増
殖
や
水
溜
池
の
よ
う
な
施
設
の
管

理
な
ど
の
よ
う
に
水
道
設
置
後
の
運
営
に
も
積
極
的
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

２
．
水
道
会
社
設
立
時
に
お
け
る
東
京
府
の
水
道
料
金
の
位
置
付
け

　

水
賦
金
の
運
用
に
関
し
て
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
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か
。
そ
こ
で
、
水
道
会
社
設
立
時
の
東
京
府
に
お
け
る
水
道
料
金
の
位
置
付
け

か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

当
時
の
東
京
府
で
の
水
道
料
金
の
位
置
付
け
が
う
か
が
え
る
事
例
と
し
て
、

東
京
府
会
に
お
け
る
「
水
道
費
」
の
地
方
税
費
目
追
加
を
め
ぐ
る
審
議
が
挙
げ

ら
れ
る
。

　

東
京
府
で
は
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
五
月
に
内
務
省
土
木
寮
雇
の
オ
ラ
ン

ダ
人
技
師
で
あ
る
フ
ァ
ン
・
ド
ー
ル
ン
作
成
の
『
東
京
改
良
意
見
書
』、
お
よ

び
翌
八
年
二
月
の
改
良
水
道
の
設
計
書
を
踏
ま
え
て
、
一
八
七
六
年
一
二
月
水

道
改
正
委
員
を
組
織
し
、
東
京
府
内
の
水
道
を
調
査
し
、
一
八
七
七
年
九
月
に

は
そ
の
調
査
を
も
と
に
『
東
京
水
道
改
設
之
概
略
』
を
作
成
し
て
い
た（

（5
（

。
そ
こ

で
は
衛
生
的
な
観
点
か
ら
現
在
の
水
道
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
欧

米
の
水
道
を
参
考
に
し
た
上
で
水
道
改
良
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
上
で
明
治
一
三
年
五
月
二
十
七
日
第
二
十
七
号
布
告
の
第
二
条
に
て

「
東
京
府
ハ
府
会
ノ
決
議
ニ
ヨ
リ
水
道
費
瓦
斯
燈
費
及
ヒ
火
災
予
防
費
ヲ
以
テ

地
方
税
費
目
中
ニ
加
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

（
（5
（

」
と
し
て
、
府
会
の
決
議
を
経
た
上
で

「
水
道
費
」、「
瓦
斯
灯
費
」、「
火
災
予
防
費
」
を
地
方
税
費
目
に
追
加
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
、
同
月
の
三
一
日
に
東
京
府
会
に
お
い
て
審
議
が
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た（

（5
（

。

　
「
水
道
費
」
に
つ
い
て
は
審
議
の
冒
頭
に
東
京
府
の
銀
林
綱
男
書
記
官
か
ら

目
下
水
道
工
事
を
着
手
す
る
予
定
は
な
い
が
、
緊
要
の
事
業
で
あ
る
と
し
て
あ

ら
か
じ
め
費
目
の
中
に
組
み
込
む
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
「
水

道
費
」
に
対
し
て
議
員
か
ら
来
た
質
問
は
主
に
従
来
の
水
道
料
金
と
の
違
い
に

つ
い
て
で
あ
っ
た
。
最
初
に
多
羅
尾
光
応
か
ら
「
従
前
ノ
水
道
ハ
水
税
ニ
テ
修

繕
等
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
タ
リ
此
目
ヲ
掲
グ
ル
如
キ
其
レ
等
ノ
費
用
ヲ
地
方
税
ニ
テ
支

弁
ス
ル
ニ
ヤ
将
タ
新
造
ノ
モ
ノ
ヲ
支
弁
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
」
と
し
て
、「
水
道

費
」
が
こ
れ
ま
で
の
水
道
料
金
で
あ
る
「
水
税
」
を
地
方
税
支
出
に
す
る
も
の

か
と
の
質
問
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
銀
林
は
「
然
ル
ニ
非
ズ
モ
シ
之
レ
ヲ

要
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
地
方
税
ニ
テ
支
弁
シ
得
ル
ト
云
フ
ヲ
示
ス
ノ
ミ
」
と

し
て
、「
水
税
」
を
地
方
税
支
出
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
費
目
に
加
え
て

も
す
ぐ
に
支
弁
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
。
さ
ら
に
佐
藤
正
興
か

ら
「
神
田
玉
川
ノ
如
キ
在
来
ノ
分
ハ
別
ナ
ル
ヤ
」
と
し
て
神
田
玉
川
両
上
水
に

お
け
る
料
金
と
は
別
に
な
る
の
か
と
の
質
問
が
く
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
「
唯

今
迄
ノ
水
道
ハ
水
賦
金
ニ
テ
支
払
フ
ヲ
以
テ
之
ト
異
ナ
リ
而
今
而
後
区
ノ
協
議

費
ヲ
以
テ
支
払
フ
コ
ト
モ
ア
ル
ベ
シ
」
と
回
答
し
、
今
ま
で
の
水
道
は
「
水
賦

金
」
に
て
支
払
っ
て
お
り
「
水
道
費
」
と
は
異
な
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
そ
の

上
で
「
水
賦
金
」
に
対
し
て
は
今
後
も
協
議
費
に
て
支
出
す
る
こ
と
に
な
る
と

し
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
東
京
府
で
は
水
道
改
良
の
必
要
性
は
認
識
し
て
い
た
が
、
そ

れ
は
既
存
の
水
道
運
営
と
は
分
け
て
考
え
て
い
た
と
い
え
る（

（5
（

。
し
か
も
神
田
玉

川
両
上
水
で
の
水
賦
金
は
「
協
議
費
」
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
て
お
り
、「
地
方

税
」
に
て
支
払
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
地
方
税
と
協
議
費
の
区
分
に
関
し
て

は
、
一
八
七
八
年
一
一
月
に
内
務
省
か
ら
各
府
県
に
通
達
さ
れ
た
地
方
税
規
則

の
施
行
順
序
に
お
い
て
「
凡
地
方
一
般
ノ
利
害
ニ
関
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
地
方
税
支

弁
ノ
部
ニ
属
シ
、
其
町
村
限
区
限
又
ハ
数
町
村
共
同
ノ
利
害
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
其
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町
村
又
ハ
区
内
限
協
議
費
ノ
支
弁
ニ
属
ス
ヘ
シ
（
（5
（

」
と
さ
れ
て
お
り
、
水
賦
金
は

東
京
府
全
体
で
は
な
く
あ
く
ま
で
東
京
府
の
区
部
限
り
の
利
害
に
関
わ
る
も
の

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た（

（5
（

。

　

そ
こ
で
改
め
て
第
一
章
の
会
社
設
立
に
対
す
る
水
道
掛
か
ら
の
上
申
の
冒
頭

を
見
る
と
、「
下
谷
本
郷
其
他
ノ
三
区
江
玉
川
上
水
新
設
ノ
義
、
各
区
冀
望
ノ

出
願
ナ
レ
ハ
、
該
費
金
ハ
前
各
区
及
ヒ
博
物
館
ヨ
リ
弁
出
ス
ル
ハ
、
先
規
ニ
徴

シ
至
当
ノ
儀
ト
相
考
候
得
共
、
右
出
金
実
際
難
被
行
シ
テ
、（

（5
（

」
と
あ
り
、
本
来

な
ら
ば
新
設
に
あ
た
っ
て
の
費
用
を
沿
線
で
あ
る
下
谷
・
本
郷
な
ど
の
各
区
や

博
物
局
が
支
出
す
る
の
が
も
っ
と
も
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
東
京
府
自
ら
が

支
出
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
八
七
九
年
一
〇
月
お

よ
び
一
八
八
〇
年
三
月
の
再
興
の
動
き
に
お
い
て
も
、
資
金
の
負
担
は
前
者
で

は
岩
崎
家
や
前
田
家
お
よ
び
第
四
十
四
国
立
銀
行
、
後
者
で
は
岩
崎
弥
太
郎
を

は
じ
め
と
し
た
発
起
人
お
よ
び
株
の
購
入
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
東
京
府

は
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
当
時
に
お
い
て
水
道
の
設
置
に
あ

た
っ
て
東
京
府
は
許
可
を
出
す
主
体
で
は
あ
っ
て
も
、
費
用
を
負
担
す
る
主
体

で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
関
係
者
の
間
で
は
あ
っ
た
こ
と
が
い
え
る
。
一
方
で

各
区
や
博
物
局
に
よ
る
支
出
は
困
難
で
あ
る
と
も
認
識
し
て
お
り
、
そ
こ
に
水

道
会
社
が
独
自
に
水
道
運
営
を
行
う
余
地
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

第
三
章　

水
道
の
利
用
実
態 

　
　
　
　

―
岩
崎
邸
・
前
田
邸
を
例
に
―

　

第
二
章
に
て
会
社
発
起
人
た
ち
が
水
賦
金
を
通
し
て
利
益
を
確
保
し
よ
う
と

し
た
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
方
で
、
彼
ら
は
発
起
人
だ
け
で
な
く
水
道
利

用
者
と
し
て
の
側
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。

　

そ
こ
で
、
最
後
に
岩
崎
邸
お
よ
び
前
田
邸
で
の
水
道
の
利
用
か
ら
会
社
設
立

の
目
的
を
検
討
し
た
い
。

１
．
水
道
の
利
用
目
的
に
つ
い
て

　

水
道
の
利
用
目
的
で
あ
る
が
、
第
二
章
の
冒
頭
で
掲
げ
た
「
会
社
定
款
」
の

第
二
条
で
は
千
川
水
道
を
「
食
水
」
の
利
用
に
供
す
る
旨
が
書
か
れ
て
お
り
、

飲
料
水
と
し
て
の
利
用
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に

第
一
章
に
お
け
る
開
設
願
か
ら
も
、
千
川
上
水
再
興
の
背
景
に
は
下
谷
区
に
お

い
て
飲
料
水
が
入
手
困
難
な
状
況
や
伝
染
病
対
策
を
挙
げ
て
い
る
な
ど
飲
料
水

と
し
て
の
使
用
を
想
定
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
実
際
の
水
道
敷
設
に

お
い
て
も
飲
料
水
と
し
て
の
利
用
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
か
を
、
東
京
大
学
で

の
水
道
引
用
の
事
例
で
確
か
め
て
い
き
た
い
。

　

左
に
掲
げ
る
の
は
本
郷
区
役
所
が
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
六
月
二
八
日

に
文
部
省
会
計
局
宛
に
出
し
た
達
で
あ
る
。

今
般
千
川
水
道
当
区
内
へ
設
立
相
成
、
当
今
駒
込
東
片
町
ヨ
リ
本
郷
森
川

町
通
リ
湯
島
切
通
町
迄
之
処
工
事
ニ
取
掛
、
就
テ
ハ
御
省
本
郷
御
用
地
内

外
国
教
授
館
等
ニ
於
テ
定
メ
テ
必
用
之
御
儀
ト
奉
存
候
、
依
テ
飲
用
水
御
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請
求
之
御
儀
ニ
候
ハ
ヽ
、
本
樋
着
手
之
際
ニ
当
リ
引
井
戸
横
樋
之
工
事
ニ

取
掛
リ
候
ハ
ヽ
、
幾
分
歟
費
用
モ
減
省
致
候
趣
ヲ
以
御
通
知
之
儀
千
川
水

道
会
社
ヨ
リ
申
出
候
間
、
則
別
紙
社
則
一
部
相
添
此
段
及
御
通
知
候
也

　

明
治
十
四
年
六
月
廿
二
日

 �

本
郷
区
役
所
㊞

　

文
部
省

　
　
　

会
計
局

　
　
　
　
　
　

御
中（

（5
（

　

同
年
の
五
月
二
六
日
に
水
道
会
社
で
は
駒
込
東
片
町
か
ら
森
川
町
や
湯
島
切

通
坂
町
へ
の
水
道
敷
設
に
あ
た
り
、
本
郷
・
小
石
川
両
区
役
所
に
対
し
て
、
敷

設
工
事
の
際
に
引
用
を
希
望
す
れ
ば
費
用
を
減
ず
る
旨
を
引
用
希
望
者
に
通
知

す
る
よ
う
に
達
を
出
し
て
い
た（

（5
（

。
先
程
の
達
も
水
道
会
社
か
ら
の
達
を
踏
ま
え

た
上
で
、
本
郷
区
役
所
が
文
部
省
会
計
局
に
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
棒
線
部
を
見
る
と
水
道
設
置
に
あ
た
り
、
も
し
「
本
郷
御
用
地
」
す
な
わ

ち
、
東
京
大
学
内
の
「
外
国
教
授
館
」
な
ど
に
お
い
て
「
飲
用
水
」
と
し
て
の

請
求
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
幾
分
か
費
用
を
安
く
す
る
旨
を
伝
え
て
お
り
、
飲

料
水
と
し
て
の
利
用
を
前
提
と
し
て
呼
び
か
け
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
言
え

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
実
際
の
水
道
敷
設
に
お
い
て
も
水
道
会
社
側
で
は
飲
用
と

し
て
の
利
用
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
。

２
．
実
際
の
利
用
に
つ
い
て

　

そ
の
一
方
で
、
飲
用
と
は
違
う
目
的
で
利
用
し
て
い
た
動
き
も
存
在
し
て
い

た
。
そ
こ
で
一
八
八
一
年
九
月
六
日
に
水
道
会
社
か
ら
東
京
府
知
事
宛
に
提
出

し
た
、「
営
業
規
則
増
補
ニ
付
御
認
可
願
」
を
見
て
い
き
た
い
。

庁
第
拾
七
号　

別
冊
ハ
別
ニ
在
リ

　
　

営
業
規
則
増
補
ニ
付
御
認
可
願

兼
而
御
認
可
相
蒙
候
当
社
営
業
規
則
之
儀
、
此
節
実
施
ニ
当際

シリ
指
支
之
廉

御
座
候
ニ
付
、
別
冊
朱
書
之
通
改
正
並
増
補
仕
度
、
且
第
一
条
中
吹
井
之

儀
ハ
、
望
人
茂
多
き
内
畢昼

夜
放
出
多
量
之
引
用
相
成
候

竟
庭
園
等
粧
飾
之
為
メ
引
用
候
儀
ニ
テ
、
水
道

維
持
ニ
差
支
之
儀
不
尠
候
ニ
付
、
右
増
水
量
之
分
ハ
都
テ
元
賦
金
八
円
ヲ

基
礎
ト
シ
、
増
収
候
様
仕
度
ニ
而
御
認
可
被
成
下
度
、
此
段
奉
願
候
也

　

明
治
十
四
年
九
月
六
日

�

千
川
水
道
会
社　
　
　
　

�

取
締
役　

二
橋
元
長

　
　

東
京
府
知
事
松
田
道
之
殿

認
許
済（

（6
（

　

こ
の
史
料
は
東
京
府
に
提
出
し
た
も
の
の
控
に
あ
た
る
が
、
訂
正
が
加
え
ら

れ
る
前
の
記
述（

（6
（

と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
営
業
規
則
の
増
補
を
願
い
出
た
理
由

と
し
て
、
吹
井
の
利
用
希
望
者
が
多
い
こ
と
、
さ
ら
に
彼
ら
は
庭
園
な
ど
の
利

用
で
一
日
中
多
量
の
水
が
放
出
さ
れ
る
た
め
に
水
道
の
維
持
に
少
な
か
ら
ず
支

障
を
き
た
す
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
吹
井
は
通
常
の
井
戸

で
あ
る
並
井
と
違
い
、
吐
き
捨
て
る
量
が
多
い
た
め
料
金
も
高
め
に
設
定
さ
れ

て
い
た（

（6
（

が
、
そ
れ
で
も
千
川
水
道
の
沿
線
に
お
い
て
は
吹
井
の
設
置
を
希
望
す

る
も
の
は
多
か
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
飲
料
水
に
限
ら
ず
、
多
量
の
水
の
引
き
入
れ
や
、
庭
園
へ
の
利

用
も
見
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
発
起
人
で
あ
っ
た
岩
崎
家
や
前
田
家
の
邸
宅
に

お
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
次
節
で
は
、
岩
崎
邸
や
前
田
邸
で
の
引
用
の
事
例
を
取
り
扱
っ
て
い

く
。

３
．
岩
崎
邸
・
前
田
邸
で
の
利
用

　

第
１
図
お
よ
び
第
１
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
前
田
家
で
は
二
つ
の
邸
宅（

（6
（

、
岩

崎
家
で
は
四
つ
の
邸
宅（

（6
（

で
千
川
水
道
の
引
用
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、

本
稿
で
は
前
田
家
の
本
郷
邸
、
根
岸
邸
（
第
１
図
で
の
❶
、
❷
）、
岩
崎
家
の

富
士
前
町
邸
（
第
１
図
で
の
①
）
で
の
事
例
を
中
心
に
検
討
を
し
て
い
く
。

（
１
）
前
田
邸
（
本
郷
邸
・
根
岸
邸
）
で
の
事
例

　

本
郷
邸
で
は
第
１
表
に
も
あ
る
よ
う
に
一
八
七
九
年
一
一
月
の
段
階
で
引
用

希
望
の
意
志
を
示
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
水
道
会
社
開
設
後
改
め
て
一
八
八
二

年
に
引
用
を
希
望
し
て
許
可
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
引
用
し
た
水
が
ど
の
よ
う
に

利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
一
八
九
三
年
に
千
川
水
道
会
社
側
で
作
成
さ
れ
た
水
路

図
の
一
部
を
も
と
に
見
て
い
き
た
い
。
第
２
図
は
本
郷
邸
内
の
水
路
を
拡
大
し

た
も
の
に
あ
た
る
が
、
往
来
か
ら
邸
内
に
入
っ
て
き
た
水
路
が
井
戸
（
丸
で
囲

ん
だ
部
分
）
へ
の
分
岐
を
経
た
後
、
池
（
枠
で
囲
ん
だ
部
分
）
に
流
れ
て
い
る

様
子
が
確
認
で
き
る
。

　

ま
た
根
岸
邸
で
は
本
来
農
商
務
省
博
物
局
が
上
野
公
園
内
へ
引
用
し
て
い
た

権
利
を
一
部
譲
渡
す
る
形
で
引
水
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（

（6
（

。
そ
こ
で
第
１

表
の
通
り
、
水
道
会
社
が
東
京
府
か
ら
上
野
公
園
近
隣
へ
の
引
水
区
域
拡
張
を

承
諾
し
た
上
で
、
前
田
家
が
博
物
局
か
ら
の
許
可
、
水
道
会
社
へ
の
届
出
を

行
っ
て
引
水
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
根
岸
邸
の
利
用
に
つ
い
て
第
２
図
の
水

路
図
を
見
る
と
、「
瀧
吹
井
ニ
シ
テ
百
四
十
六
個
六
分
」
と
す
る
記
述
が
あ
り
、

邸
内
の
滝
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
水
を
引
き
入
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
さ
ら
に
当
時
の
根
岸
邸
で
の
水
道
の
利
用
を
う
か
が
え
る
も
の
と
し
て

「
根
岸
加
賀
邸
別
荘
庭
園
」
を
紹
介
し
た
い
。
こ
れ
は
一
八
九
六
年
発
行
の

「
古
今
秘
伝
・
築
山
造
庭
法
」
の
下
巻
に
お
い
て
、
京
都
や
東
京
の
名
園
の
風

景
の
一
つ
と
し
て
銅
版
画
に
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
中

央
に
滝
が
池
に
流
れ
落
ち
る
様
子
が
描
か
れ
て
お
り
、
水
路
図
で
の
記
述
と
合

わ
せ
る
と
千
川
水
道
が
庭
園
の
池
の
水
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
使
用
例
は
前
田
邸
だ
け
で
は
な
く
、
駒
込
西
片
町
の
旧
福
山
藩

主
阿
部
家
の
邸
宅
に
お
い
て
も
邸
内
の
「
泉
水
」
の
修
繕
の
た
め
に
千
川
水
道

会
社
の
者
が
訪
ね
て
き
た
と
す
る
記
録
が
存
在
し
て
お
り（

（6
（

、
至
る
邸
宅
に
お
い

て
池
の
水
と
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
利
用
を
し
て
い
た
目
的
に
は
邸
宅
を
饗
応
の
場
所
と
し
て
整
備

し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
前
田
家
で
は
前
田
慶
寧
が

一
八
七
四
年
に
逝
去
し
て
お
り
、
嫡
男
の
利
嗣
が
当
時
十
代
で
家
督
を
相
続
し

て
い
た
。
そ
こ
で
利
嗣
の
祖
父
で
あ
り
、
後
見
人
で
も
あ
っ
た
斉
泰
は
本
郷
邸

に
行
幸
を
仰
い
だ
り
、
有
栖
川
宮
威
仁
親
王
と
の
婚
姻
を
取
り
付
け
る
な
ど
、

前
田
家
の
復
権
に
奔
走
し
て
い
た
と
さ
れ
る（

（6
（

。
そ
こ
で
慶
事
や
接
待
に
相
応
し

い
場
の
整
備
の
一
環
と
し
て
水
道
の
引
き
入
れ
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の

明治前半期の会社形式による水道設置 森島　知之
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第１図　明治期の千川水道の水路と岩崎邸・前田邸
注）「千川上水　各自引用樋線切絵図11葉」（三菱史料館所蔵，MA-01209），「第一軍管区地方２万分の１迅速測
図原図」（フランス式彩色図）をもとに作成．
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第１表　水道の引用をおこなった邸宅（岩崎家・前田家の場合）
番号

（第１図参照） 届出日時 引用者氏名 住所 備考（引用の経緯など）

① 1881年8月29日 岩崎弥太郎 本 郷 区 冨 士 前 町
二六番地

1883年1月19日に再度引用の請求（「回
議録・第1類・乙号・水道・1月ヨリ7月
マテ 〈土木課〉」（東京都公文書館所蔵，
613.B5.06））．

② 1885年6月18日 岩崎久弥 巣鴨駕籠町一七番
地

①の引用分の水量を一部譲渡する形で
引水（「引水伺 控」（三菱史料館所蔵，
MA-01210））．

③ 1882年6月19日 岩崎弥太郎 下谷区茅町一丁目
一一番地

1883年11月25日に再度引用の請求（「回
議録・第1類・乙号・水道・従9月至12
月〈土木課〉」（東京都公文書館所蔵，
613.B5.07）．）

④ 1886年5月28日 岩崎久弥 本郷区湯島梅園町
二番地

　

❶ 1882年5月16日 前田利嗣 本郷区冨士前町七
番地

かつて1879年11月12日に本郷区区務所
に対して「井戸数五拾」の引用を希望
する旨を申告（「御達并進達物留（明治
10年1月〜12月）」（尊経閣文庫所蔵，近
代 資 料 B166））．1891年4月24日 に さ ら
に追加の引用を希望（「引水伺 控」（三
菱史料館所蔵，MA-01210））．

❷ 1882年6月13日 前田齊泰 下 谷 区 金 杉 村
一〇九番地

1882年1月15日に水道会社は博物局に対
して上野公園近隣への引水区域拡張を
承諾（「回議録・水道、河岸地、桟橋、
橋梁、川浚・乙〈土木課〉明治15年自1
月至3月」（東京都公文書館所蔵，612.
B5.01））．その上で、前田家では同年五
月に博物局から許可を経て（「千川水道
関係文書」（尊経閣文庫所蔵，近代資料
E 949）），同年6月12日に水道会社に引
用を届け出た．

注）番号は第１図に対応．届出日時，引用者氏名，住所は「引水伺 控」（三菱史料館所蔵，MA-01210）をもと
に作成．
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で
は
な
い
か（

（6
（

。

（
２
）
岩
崎
邸
（
冨
士
前
町
邸
）
で
の
利
用

　

第
１
表
に
あ
る
よ
う
に
富
士
前
町
邸
で
は
一
八
八
四
年
一
月
に
引
用
が
認
め

ら
れ
て
い
た
が
、
希
望
し
た
水
量
が
引
用
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
同
月

一
九
日
に
東
京
府
に
対
し
て
再
び
引
用
を
願
い
出
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
東

京
府
で
は
同
年
二
月
二
日
に
以
下
の
よ
う
に
回
答
し
た
。

（
前
略
）
此
般
別
紙
出
願
者
一
ト
手
五
十
個
分
引
用
請
求
之
趣
ニ
有
之
候

得
共
、
元
来
千
川
水
道
者
、
本
郷
、
小
石
川
、
下
谷
、
浅
草
、
神
田
ノ
各

区
飲
用
之
為
メ
再
興
候
モ
ノ
ニ
テ
、
未
タ
線
路
布
設
過
半
ニ
至
ラ
ス
、
且

今
回
分
水
請
求
者
水
上
ニ
有
之
候
間
、
一
人
一
個
之
請
求
ニ
対
シ
、
如
此

多
量
之
分
水
差
許
候
時
者
、
引
用
請
求
者
ア
ル
モ
之
ヲ
分
水
ス
ル
水
量
無

之
、
然
ル
時
者
諸
人
弁
益
之
為
再
興
セ
シ
千
川
水
道
之
名
義
ニ
相
反
シ
不

都
合
之
次
第
ニ
有
之
候
間
、
御
許
可
□
相
成
筋
ト
被
存
候
、
依
而
二
橋
元

長
ヲ
呼
出
シ
、
此
段
及
説
諭
本
願
書
者
却
下
之
手
続
取
斗
可
然
哉
、
此
段

相
伺
候
也（

（6
（

　

東
京
府
は
水
路
の
敷
設
が
完
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
沿
線
の
中
で
も
比

較
的
上
流
部
に
位
置
し
て
い
る
富
士
前
町
邸
が
多
量
に
引
水
を
し
て
し
ま
っ
て

は
、
千
川
水
道
の
本
分
を
果
た
せ
な
く
な
る
、
と
し
て
千
川
水
道
会
社
の
二
橋

元
長
に
対
し
て
説
諭
を
行
っ
た
。
結
局
、
同
年
二
月
五
日
に
二
橋
は
水
量
不
足

に
陥
っ
た
時
は
口
樋
を
改
め
る
約
定
を
引
用
者
と
行
う
こ
と
を
条
件
に
東
京
府

に
対
し
て
再
度
願
い
出
て
、
引
用
が
認
可
さ
れ
る
こ
と
と
な
る（

（7
（

。
こ
の
よ
う
に

設
立
者
側
で
も
あ
っ
た
岩
崎
で
す
ら
も
、
千
川
水
道
再
興
当
時
の
設
置
目
的
と

明治前半期の会社形式による水道設置 森島　知之
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第２図　1893 年における前田本郷邸周辺の水路図
注）「千川上水　各自引用樋線切絵図11葉」（三菱史料館所蔵，MA-01209）より一部抜粋．丸および枠は筆者記
入．
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明治前半期の会社形式による水道設置 森島　知之
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第３図　1893 年における前田根岸邸周辺の水路図
注）「千川上水　各自引用樋線切絵図11葉」（三菱史料館所蔵，MA-01209）より一部抜粋．太枠（筆者記入）の
部分に「瀧吹井ニシテ百四十六個六分」の記載がある．

第４図　前田根岸邸の庭園の銅版画
注）中島信義『古今秘伝・築山造庭法　下』（青木嵩山堂，1896年）より引用．楕円部（筆者記入）に池に流れ
落ちる滝が確認できる．
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し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
沿
線
の
利
用
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
大
量
の
水
を
引
用

し
て
い
た
。

　

な
ぜ
岩
崎
は
東
京
府
に
止
め
ら
れ
る
ほ
ど
に
ま
で
大
量
の
引
用
を
希
望
し
た

の
か
。
そ
こ
で
富
士
前
町
邸
の
役
割
を
考
察
し
た
上
で
検
討
し
た
い
。

　

当
時
、
岩
崎
家
の
本
邸
で
あ
っ
た
茅
町
邸
に
対
し
て
富
士
前
町
邸
は
別
邸
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
岩
崎
家
の
別
邸
と
し
て
他
に
深
川
邸
が
あ

り
、
一
八
八
〇
年
四
月
に
岩
崎
弥
太
郎
は
深
川
親
睦
園
と
命
名
し
て
内
外
の
賓

客
の
接
待
お
よ
び
三
菱
社
員
の
親
睦
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た（

（7
（

。
こ
の
深
川
邸

に
対
し
て
富
士
前
町
邸
は
接
待
や
親
睦
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ
た
機
会
は
少
な

く
、
外
部
に
対
し
て
公
開
す
る
場
で
は
な
く
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
場
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る（

（7
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
富
士
前
町
邸
で
の
利
用
は
日

常
で
の
飲
料
水
の
確
保
の
よ
う
な
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
確
保
と
い
う
よ
り
は
庭
園

内
で
の
利
用
が
主
な
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

４
．
明
治
前
半
期
に
お
け
る
水
道
利
用
の
認
識

　

こ
の
よ
う
に
会
社
開
設
に
関
わ
っ
た
前
田
家
・
岩
崎
家
を
含
め
て
飲
用
と
は

異
な
る
目
的
で
大
量
の
水
を
引
き
入
れ
て
い
た
。
で
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な

利
用
形
態
に
至
っ
た
の
か
。

　

こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
第
一
章
に
お
い
て
水
道
再
興
の

背
景
の
一
つ
に
掘
り
抜
き
井
戸
、
買
水
に
よ
っ
て
飲
料
水
を
確
保
し
て
い
た
状

況
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
飲
料
水
確
保
の
手
段
は
水
道
に
限
定
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
天
明
年
間
に
千
川
水
道
再
興
の
動
き

が
あ
っ
た
際
に
も
、
掘
り
抜
き
井
戸
で
飲
料
水
が
確
保
で
き
て
い
る
こ
と
を
理

由
に
反
対
意
見
が
存
在
し
て
い
た（

（7
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
千
川
水
道
沿
線
に
お

い
て
も
上
水
道
設
置
だ
け
が
飲
料
水
確
保
の
手
段
で
は
な
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
近
世
期
の
大
名
庭
園
と
水
道
と
の
関
係
を
研
究
し
て
い
る
内
藤
啓
太

に
よ
れ
ば
、
享
保
年
間
に
玉
川
上
水
や
神
田
上
水
以
外
の
上
水
が
廃
止
さ
れ
、

上
水
の
代
わ
り
掘
り
抜
き
井
戸
が
台
頭
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ

れ
以
降
も
引
き
続
き
庭
園
へ
の
上
水
利
用
が
行
わ
れ
て
い
た
り
、
新
規
に
庭
園

に
上
水
を
引
き
入
れ
て
い
た
事
例
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
飲
料
水

よ
り
も
庭
園
の
水
源
と
し
て
上
水
が
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
可
能
性
を
指

摘
し
て
い
る（

（7
（

。

　

岩
崎
や
前
田
が
水
道
再
興
の
理
由
の
一
つ
に
飲
料
水
の
確
保
が
あ
っ
た
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。

　

し
か
し
岩
崎
や
前
田
は
庭
園
へ
の
給
水
を
飲
料
水
確
保
と
同
等
の
価
値
の
も

の
、
ま
た
は
そ
れ
以
上
に
重
要
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
す
な
わ
ち
近
世
期
の
大
名
庭
園
で
の
水
道
利
用
の
延
長
線
上
に
千
川
水

道
の
利
用
を
想
定
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
開
設
願
に
は
飲
料
水

確
保
の
困
難
さ
を
挙
げ
て
は
い
る
も
の
の
、
飲
料
水
確
保
そ
の
も
の
は
水
道
設

置
以
前
か
ら
可
能
な
状
況
で
は
あ
っ
た
。
そ
こ
で
庭
園
へ
の
利
用
の
た
め
に
大

量
の
水
を
引
き
入
れ
る
こ
と
も
当
然
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
当
時
の
伝
染
病
流
行
に
伴
う
飲
料
水
の
問
題
と
の
関
連
か
ら
千
川

水
道
の
再
興
、
お
よ
び
千
川
水
道
会
社
の
開
設
が
語
ら
れ
て
き
た
が
、
実
際
に

明治前半期の会社形式による水道設置 森島　知之
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は
飲
用
と
同
様
に
庭
園
の
池
に
対
し
て
も
大
量
の
水
の
引
き
入
れ
も
行
わ
れ
て

い
た
。

　

会
社
発
起
人
側
か
ら
す
れ
ば
、
飲
用
と
し
て
利
用
と
同
様
に
庭
園
の
池
な
ど

の
よ
う
な
装
飾
の
目
的
と
し
て
も
水
利
用
を
考
え
て
お
り
、
両
者
の
水
利
用
の

実
現
の
た
め
に
会
社
設
立
を
目
指
し
て
い
た
。
さ
ら
に
千
川
水
道
再
興
当
初
は

建
設
資
金
の
確
保
が
主
な
目
的
と
し
て
採
用
さ
れ
た
会
社
形
式
で
あ
っ
た
が
、

一
八
八
〇
年
以
降
に
は
資
金
の
確
保
の
み
な
ら
ず
設
置
後
の
運
用
ま
で
視
野
に

入
れ
た
も
の
に
変
化
し
て
お
り
、
設
置
後
の
収
入
に
も
一
定
の
期
待
を
し
て
い

た
。

　

こ
の
よ
う
な
水
道
設
置
が
成
立
し
え
た
理
由
に
は
東
京
府
の
水
道
運
営
に
対

す
る
姿
勢
も
あ
げ
ら
れ
る
。
東
京
府
に
お
い
て
は
水
道
の
修
理
整
備
に
対
し
て

自
ら
は
料
金
を
負
担
す
る
つ
も
り
も
な
く
、
あ
く
ま
で
区
の
協
議
費
に
て
賄
う

と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
水
道
運
営
に
対
し
て
あ
る
程
度
距
離
を
置
い
て

い
た
。
さ
ら
に
東
京
府
は
、
水
道
改
良
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
そ

し
て
千
川
水
道
再
興
を
衛
生
上
お
よ
び
日
常
の
便
利
さ
を
理
由
に
歓
迎
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
あ
く
ま
で
水
道
が
飲
用
水
と
し
て
沿
線
各
地
に
お
い
て
利
用
さ

れ
る
と
い
う
期
待
も
会
社
形
式
で
の
運
用
を
認
め
て
い
た
理
由
の
一
つ
と
思
わ

れ
る
。

　

し
か
し
、
実
際
に
は
東
京
府
が
申
請
を
却
下
す
る
ほ
ど
に
他
の
利
用
を
顧
み

な
い
多
量
の
引
水
が
行
わ
れ
よ
う
と
す
る
な
ど
、
必
ず
し
も
期
待
に
応
え
う
る

よ
う
な
水
利
用
が
な
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
ず
、
東
京
市
水
道
の
敷
設
や

一
九
〇
八
年
の
水
道
会
社
解
散（

（7
（

ま
で
先
述
の
よ
う
な
水
利
用
が
継
続
す
る
こ
と

に
な
っ
た
だ
ろ
う
。

注

（
１
）
水
道
条
例
制
定
時
に
お
け
る
水
道
事
業
の
経
営
主
体
を
め
ぐ
る
論
争
は
小
石
川

裕
介
「
明
治
二
三
年
水
道
条
例
の
成
立
（
一
）
―
―
近
代
日
本
に
お
け
る
水
道

事
業
の
「
公
営
原
則
」
と
「
衛
生
」
―
―
」（『
法
学
論
叢
』
一
六
五
巻
三
号
、

二
〇
〇
九
年
）、「
同
（
二
）」（『
法
学
論
叢
』
一
六
五
巻
六
号
、
二
〇
〇
九
年
）、

「
同
（
三
）」（『
法
学
論
叢
』
一
六
六
巻
二
号
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
２
）
持
田
信
樹
『
都
市
財
政
の
研
究
』（
一
九
九
三
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）、
持
田

信
樹
「
日
本
に
お
け
る
近
代
的
都
市
財
政
の
成
立
（
二
）」（『
社
会
科
学
研
究
』

第
三
六
巻
六
号
、
一
九
八
五
年
）。

（
３
）
高
寄
昇
三
『
近
代
日
本
公
営
水
道
成
立
史
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
三

年
）。

（
４
）
松
村
敏
「
明
治
期
に
お
け
る
旧
長
州
藩
主
毛
利
家
資
産
の
由
来
と
性
格
―
加
賀

前
田
家
と
の
比
較
で
―
」（『
商
経
論
叢
』
第
五
七
巻
第
一
・
二
合
併
号
、

二
〇
二
一
年
）。

（
５
）
近
世
期
に
お
け
る
千
川
水
道
に
関
し
て
は
す
で
に
大
石
学
監
修
、
東
京
学
芸
大

学
近
世
史
研
究
会
編
集
『
千
川
上
水
・
用
水
と
江
戸
・
武
蔵
野
』（
名
著
出
版
、

二
〇
〇
六
年
）
な
ど
に
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
詳
し
い
説
明
は
そ
ち

ら
に
譲
る
が
、
そ
も
そ
も
は
一
六
九
六
（
元
禄
九
）
年
、
武
蔵
国
新
座
郡
上
保

谷
新
田
に
て
玉
川
上
水
か
ら
分
岐
す
る
形
で
開
削
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。

主
な
目
的
は
江
戸
府
内
の
小
石
川
御
殿
、
湯
島
聖
堂
（
い
ず
れ
も
現
在
の
文
京

区
）、
東
叡
山
、
浅
草
御
殿
の
四
ヶ
所
へ
の
給
水
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
白
山
御

殿
の
廃
止
に
よ
り
一
七
二
二
（
享
保
七
）
年
に
江
戸
府
内
へ
の
給
水
を
停
止
。

そ
の
後
一
七
八
一
（
天
明
元
）
年
に
復
興
す
る
も
一
七
八
六
（
天
明
六
）
年
に
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再
廃
止
。
以
降
明
治
期
の
再
興
ま
で
の
間
、
上
保
谷
新
田
か
ら
巣
鴨
に
か
け
て

の
村
々
の
灌
漑
用
水
と
し
て
の
み
利
用
さ
れ
て
い
た
。

（
６
）
下
谷
区
役
所
編
『
下
谷
区
史
』（
一
九
三
五
年
、
下
谷
区
役
所
）、
小
石
川
区
役

所
編
『
小
石
川
区
史
』（
小
石
川
区
役
所
、
一
九
三
五
年
）。

（
７
）
三
菱
社
誌
刊
行
会
編
『
三
菱
社
誌
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
）、
岩

崎
彌
太
郎
岩
崎
彌
之
助
伝
記
編
纂
会
編
『
岩
崎
彌
太
郎
伝　

下
』（
岩
崎
彌
太
郎

岩
崎
彌
之
助
伝
記
編
纂
会
、
一
九
六
七
年
）、
岩
崎
彌
太
郎
岩
崎
彌
之
助
伝
記
編

纂
会
『
岩
崎
彌
之
助
伝　

上
』（
岩
崎
彌
太
郎
岩
崎
彌
之
助
伝
記
編
纂
会
、

一
九
七
一
年
）。

（
８
）
前
掲
『
岩
崎
彌
太
郎
伝　

下
』
三
四
四
―
三
四
五
頁
。

（
９
）
松
村
敏
「
明
治
前
期
に
お
け
る
旧
加
賀
藩
主
前
田
家
の
資
産
と
投
資
意
思
決
定

過
程
」（『
商
経
論
叢
』
第
五
三
巻
第
一
・
二
合
併
号
、
二
〇
一
八
年
）。

（
10
）
拙
稿
「
明
治
一
〇
年
代
の
千
川
上
水
再
興
と
東
京
府
」（『
文
学
研
究
論
集
』
第

五
五
号
、
二
〇
二
一
年
）。

（
11
）『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
十
二
年
九
月
四
日
号
。

（
12
）『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
十
二
年
九
月
三
十
日
号
。

（
13
）
前
掲
注
12
。

（
14
）
前
掲
注
12
。

（
15
）「（
千
川
水
道
開
設
関
連
証
書
）
正
・
写
・
案
」（
三
菱
史
料
館
所
蔵
、
Ｉ
Ｗ
Ｓ

―
０
０
１
３
３
）。

（
16
）「
御
達
并
進
達
物
留
（
明
治
10
年
１
月
〜
12
月
）」（
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
、
近
代

資
料
Ｂ
１
６
６
）。

（
17
）
前
掲
注
16
。

（
18
）
水
道
再
興
の
出
願
を
受
け
て
、
一
八
七
九
年
一
〇
月
二
八
日
に
東
京
府
は
小
石

川
、
本
郷
、
下
谷
、
神
田
の
各
区
長
宛
に
新
設
し
た
水
路
に
通
じ
る
井
戸
の
個

数
の
調
査
を
命
じ
て
い
た
（「
理
事
彙
輯
・
区
役
所
・
病
院
・
瓦
斯
局
〈
土
木

課
〉
明
治
12
年
従
７
月
至
12
月
」（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
、
６
１
０
．
Ｂ
４
．

０
７
））。
前
田
家
は
そ
の
調
査
に
対
す
る
回
答
を
本
郷
区
務
所
に
申
告
し
て
い

た
。

（
19
）『
郵
便
報
知
新
聞
』
明
治
十
二
年
十
二
月
十
二
日
号
。

（
20
）
か
つ
て
寺
西
は
三
菱
の
社
員
と
し
て
会
社
発
起
人
に
加
わ
っ
た
と
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
松
村
敏
は
、
北
陸
で
の
鉄
道
建
設
を
め
ぐ
り
石

川
県
士
族
が
談
判
し
た
際
に
寺
西
が
高
圧
的
に
対
応
し
た
責
任
を
取
っ
て
前
田

家
の
家
扶
を
辞
任
し
た
の
が
一
八
八
一
年
夏
で
あ
る
こ
と
（
石
川
県
『
石
川
県

史　

第
四
編
』（
一
九
三
一
年
、
石
川
県
）
二
九
五
頁
―
三
〇
一
頁
）、
さ
ら
に

三
菱
に
入
社
し
た
の
が
一
八
八
二
年
九
月
で
あ
る
こ
と
（
前
掲
注
７
『
三
菱
社

誌
』
第
一
〇
巻
、
五
一
五
頁
）
を
根
拠
に
、
前
田
家
を
代
表
し
て
千
川
水
道
会

社
設
立
に
加
わ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
注
９
、一
〇
六
頁
）。
本
稿

で
も
こ
の
見
解
に
従
う
。

（
21
）「
回
議
録
・
第
２
類
・
会
社
・
３
ノ
内
乙 

〈
勧
業
課
〉」（
東
京
都
公
文
書
館
所

蔵
、
６
１
１
．
Ａ
８
．
０
５
）。

（
22
）
前
掲
注
21
。

（
23
）「（
第
１
）
法
令
類
纂
・
巻
之
42
・
土
木
部
・
２
、（
市
役
所
写
本
）
法
令
類
纂　

巻
之
四
十
二
」（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
、
６
３
２
．
Ｂ
２
．
１
９
）。

（
24
）「
公
文
録
・
明
治
六
年
・
第
二
百
十
二
巻
・
明
治
六
年
十
一
月
・
東
京
府
伺

（
一
）」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
25
）
前
掲
注
23
。

（
26
）
前
掲
注
23
。

（
27
）
前
掲
注
21
。

（
28
）
前
掲
注
21
。

（
29
）
前
掲
注
21
。

（
30
）
前
掲
注
21
。
以
降
断
り
の
な
い
限
り
、「
会
社
定
款
」
お
よ
び
「
会
社
営
業
規

則
」
の
内
容
は
同
史
料
に
拠
る
も
の
と
す
る
。

（
31
）「
東
京
府
指
令
録
・
第
37
号
〈
庶
務
課
記
録
掛
〉
明
治
13
年
従
９
月
至
12
月
」
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（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
、
６
１
０
．
Ａ
２
．
１
１
）。

（
32
）
前
掲
注
31
。

（
33
）「
東
京
府
に
対
す
る
願
伺
届
写
明
治
13
年
８
月
―
明
治
26
年
３
月　

千
川
水
道
」

（
三
菱
史
料
館
所
蔵
、
Ｍ
Ａ
―
０
４
３
８
２
）。

（
34
）「
第
２
種　

水
道
＊
千
川
上
水
道
書
類
並
図
面
・
第139

号
」（
東
京
都
公
文
書

館
所
蔵
、
６
０
１
．
Ａ
８
．
１
４
）。

（
35
）
必
要
な
時
に
水
を
送
っ
た
り
、
溜
め
て
お
く
よ
う
に
す
る
「
並
井
」
に
対
し

て
、「
吹
井
」
は
常
に
水
が
送
り
込
ま
れ
る
井
戸
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
並
井
」

と
比
べ
て
水
量
も
多
く
、
料
金
も
高
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。

（
36
）
上
流
か
ら
流
れ
た
水
を
市
街
へ
配
水
す
る
た
め
の
管
を
指
す
。

（
37
）「
元
樋
」
か
ら
枝
分
か
れ
し
て
各
邸
内
の
井
戸
を
繋
ぐ
管
の
こ
と
。

（
38
）
前
掲
注
34
。
な
お
、
宛
先
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
千
川
水
道
関
係
諸
官

省
届
出
書
類
写
」（
三
菱
史
料
館
所
蔵
、
Ｍ
Ａ
―
１
２
０
３
８
）
に
当
該
の
史
料

の
控
が
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
東
京
府
土
木
課
江
指
出
」
と
記
載
さ
れ
て

い
る
。

（
39
）
但
書
に
お
い
て
「
但
右
ハ
甲
号
ニ
ハ
何
程
、
乙
区
ニ
ハ
何
程
ヲ
限
リ
承
諾
ス
ル

ト
ノ
目
算
相
立
カ
タ
キ
事
ニ
付
、
先
以
全
線
ニ
通
シ
此
井
戸
数
ノ
引
用
ヲ
望
ム

ノ
目
的
ニ
御
座
候
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
金
額
は
実
態
に
即
し
た
も
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
水
道
会
社
側
が
予
め
一
定
の
収
入
を
想
定
し
て
算
出
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
40
）
前
掲
注
21
。

（
41
）「
例
規
大
全　

一
」（
三
菱
史
料
館
所
蔵
、
Ｍ
Ａ
―
１
１
３
９
）。

（
42
）
一
八
八
七
年
九
月
二
七
日
に
水
道
会
社
か
ら
東
京
府
に
対
す
る
上
申
に
よ
れ

ば
、
三
百
五
十
株
を
岩
崎
久
弥
、
五
十
株
を
二
橋
元
長
が
所
有
し
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
（「
千
川
水
道
関
係
諸
官
省
届
出
書
類
写
」（
三
菱
史
料
館
所
蔵
、

Ｍ
Ａ
―
１
２
０
３
８
））。

（
43
）「
指
令
録 〈
地
理
課
〉」（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
、
６
１
０
．
Ａ
３
．
０
６
）。

（
44
）
前
掲
注
43
。

（
45
）
前
掲
注
33
。

（
46
）
前
掲
注
33
。

（
47
）
前
掲
注
33
。

（
48
）
前
掲
注
12
。

（
49
）「
回
議
録
・（
人
民
）
願
伺
・
第
１
類
〈
土
木
課
〉
９
月
10
月
」（
東
京
都
公
文

書
館
所
蔵
、
６
１
１
．
Ａ
４
．
０
９
）。

（
50
）
前
掲
注
49
。

（
51
）
東
京
都
水
道
局
『
東
京
都
水
道
史
』（
東
京
都
水
道
局
、
一
九
五
二
年
）

一
二
四
―
一
二
六
頁
。

（
52
）「
太
政
類
典
・
第
四
編
・
明
治
十
三
年
・
第
十
六
巻
・
地
方
・
地
方
税
」（
国
立

公
文
書
館
所
蔵
）。

（
53
）
以
降
断
り
の
な
い
限
り
、
審
議
に
関
す
る
内
容
は
「
明
治
13
年
東
京
府
通
常
会

議
事
録　

第
８
号
」（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
、
６
１
０
．
Ａ
２
．
１
６
）
に
拠

る
も
の
と
す
る
。

（
54
）
ち
な
み
に
こ
の
審
議
の
結
末
で
あ
る
が
、
水
道
建
設
に
対
す
る
具
体
的
な
プ
ラ

ン
の
欠
如
も
あ
り
、
六
月
二
日
の
審
議
に
お
い
て
た
だ
費
目
を
掲
げ
る
だ
け
の

も
の
で
あ
れ
ば
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出
た
。
そ
の
結
果
、
反
対

多
数
で
「
水
道
費
」
の
地
方
税
追
加
案
は
否
決
さ
れ
て
い
る
（「
明
治
13
年
東
京

府
通
常
会
議
事
録　

第
10
号
、
第
11
号
」（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
、
６
１
０
．

Ａ
２
．
１
６
））。

（
55
）「
太
政
類
典
・
第
三
編
・
明
治
十
一
年
～
明
治
十
二
年
・
第
二
十
巻
・
地
方
・

行
政
区
・
府
県
制
置
・
郡
村
位
置
」（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
56
）
そ
の
後
、
一
八
八
五
年
に
区
部
会
に
お
け
る
建
議
か
ら
水
道
費
を
地
方
税
へ
移

管
す
る
動
き
が
始
ま
り
、
一
八
八
八
年
一
二
月
の
臨
時
区
部
会
に
お
い
て
、
水

道
費
の
区
部
地
方
税
費
目
の
増
加
案
が
付
議
、
の
ち
に
府
地
方
税
の
支
弁
費
目

と
な
っ
た
（『
東
京
都
水
道
史
』（
東
京
都
水
道
局
、
一
九
五
二
年
）
四
八
二
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頁
）。

（
57
）
前
掲
注
21
。

（
58
）「
文
部
省
往
復 

附
直
轄
会
院
校
等 

明
治
十
四
年
分 

四
冊
之
内
丁
号
」（
東
京
大

学
文
書
館
所
蔵
、
Ｓ
０
０
０
１
／
Ｍ
ｏ
０
４
０
／
０
０
２
７
）。

（
59
）「
千
川
水
道
関
係
諸
官
省
届
出
書
類
写
、
千
川
水
道
会
社
会
社
創
立
証
書
ほ
か
、

千
川
水
道
会
社
関
係
勘
定
書
ほ
か
」（
三
菱
史
料
館
所
蔵
、
Ｍ
Ａ
―
１
２
０
３
８

―
０
０
３
）。

（
60
）「
東
京
府
に
対
す
る
願
伺
届
写
明
治
13
年
８
月-

明
治
26
年
３
月　

千
川
水
道
」

（
三
菱
史
料
館
所
蔵
、
Ｍ
Ａ
―
０
４
３
８
２
）、
な
お
史
料
中
の
棒
線
は
原
文
の

通
り
で
あ
る
。

（
61
）
実
際
に
東
京
府
に
提
出
さ
れ
た
願
（「
回
議
録
・
第
２
類
・
諸
会
社
・
４
冊
之

内
３
〈
勧
業
課
〉
明
治
14
年
従
７
月
至
９
月
」（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
、

６
１
１
．
Ｄ
７
．
０
７
）
に
所
収
）
に
お
い
て
は
修
正
さ
れ
た
文
面
が
採
用
さ

れ
て
い
る
。

（
62
）
玉
川
神
田
両
上
水
の
場
合
に
お
い
て
も
、
一
八
七
六
年
三
月
に
東
京
府
か
ら
内

務
卿
の
大
久
保
利
通
に
対
し
て
、
吹
井
は
通
常
の
井
戸
で
あ
る
並
井
と
違
い
、

吐
き
捨
て
る
量
が
多
く
た
め
、
並
井
よ
り
も
二
倍
の
料
金
を
賦
課
す
る
こ
と
に

つ
い
て
伺
を
立
て
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
同
年
三
月
一
五
日
に
大
久
保
か
ら

「
書
面
玉
川
神
田
両
上
水
賦
金
之
儀
伺
之
通
聞
届
候
事
」
と
し
て
、
吹
井
に
対
し

て
並
井
の
二
倍
の
水
賦
金
を
賦
課
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（「
院
省
往
復

録
・
第
１
部　
〈
土
木
（
掛
）〉」（
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
、
６
０
７
．
Ｃ
４
．

０
４
））。

（
63
）
前
田
邸
の
う
ち
、
本
郷
邸
は
一
八
七
一
年
六
月
に
給
付
、
根
岸
邸
は
一
八
七
一

年
一
二
月
に
建
物
・
庭
園
を
含
め
た
四
五
〇
〇
坪
余
を
四
一
〇
〇
両
で
購
入
、

改
築
し
て
前
田
斉
泰
が
一
八
七
二
年
二
月
に
移
り
住
ん
で
い
た
（
前
田
利
為
侯

伝
記
編
纂
委
員
会
『
前
田
利
為
』（
前
田
利
為
侯
伝
記
編
纂
委
員
会
、
一
九
八
六

年
）
九
二
―
九
三
頁
）。

（
64
）
岩
崎
邸
の
う
ち
、
富
士
前
町
邸
は
一
八
七
八
年
一
一
月
に
田
畑
市
兵
衛
か
ら
購

入
（『
三
菱
社
誌
』
第
五
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
）
五
七
六
頁
）、

下
谷
茅
町
邸
は
一
八
七
八
年
八
月
に
旧
丹
後
舞
鶴
藩
主
牧
野
弼
成
か
ら
購
入

（
前
掲
『
三
菱
社
誌
』
第
五
巻
五
六
八
頁
）、
梅
園
町
邸
は
一
八
七
三
年
九
月

一
一
日
に
購
入
（『
三
菱
社
誌
』
第
一
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
〇
年
）

一
二
一
頁
）。

（
65
）
一
八
八
一
年
三
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
〇
日
ま
で
開
催
の
内
国
勧
業
博
覧
会

に
合
わ
せ
て
、
会
場
で
あ
っ
た
上
野
公
園
へ
の
引
き
入
れ
が
行
わ
れ
て
い
た
。

（
66
）
文
京
ふ
る
さ
と
歴
史
館
所
蔵
の
「
阿
部
家
資
料
」
の
う
ち
、『
殖
産
日
誌  

明

治
二
十
年
』（
文
京
区
ふ
る
さ
と
歴
史
館
所
蔵
、
１
０
―
０
１
７
―

０
０
０
３
３
）
の
八
月
五
日
、『
明
治
廿
二
年
不
動
産
日
記
』（
文
京
区
ふ
る
さ

と
歴
史
館
所
蔵
、
１
０
―
０
１
７
―
３
２
―
０
０
１
）
の
二
月
五
日
。
な
お
両

日
記
は
い
ず
れ
も
文
京
区
教
育
委
員
会
編
『
大
名
華
族
の
殖
産
事
業
と
不
動
産 

備
後
国
福
山
藩
主
阿
部
家
資
料
Ⅰ
』（
文
京
区
教
育
委
員
会
、
二
〇
二
二
年
）
に

所
収
。

（
67
）
石
立
尚
子
「
前
田
斉
泰
と
「
能
楽
」」（
金
沢
大
学
大
学
院
人
間
社
会
環
境
研
究

科
人
文
学
専
攻
提
出
博
士
論
文
、
二
〇
二
〇
年
）
一
九
七
頁
。

（
68
）
後
に
本
郷
邸
で
は
一
九
一
〇
年
の
行
幸
啓
の
決
定
に
と
も
な
っ
て
庭
園
の
改
築

が
行
わ
れ
て
い
た
（
前
田
利
為
侯
伝
記
編
纂
委
員
会
『
前
田
利
為
』（
前
田
利
為

侯
伝
記
編
纂
委
員
会
、
一
九
八
六
年
）
一
〇
三
―
一
〇
四
頁
）。

（
69
）「
回
議
録
・
第
１
類
・
乙
号
・
水
道
・
１
月
ヨ
リ
７
月
マ
テ 

〈
土
木
課
〉」（
東

京
都
公
文
書
館
所
蔵
、
６
１
３
．
Ｂ
５
．
０
６
）。

（
70
）
前
掲
注
69
。

（
71
）
岩
崎
久
彌
伝
編
纂
委
員
会
編
『
岩
崎
久
彌
伝
』（
岩
崎
久
彌
伝
編
纂
委
員
会
、

一
九
六
一
年
）
二
九
〇
頁
。

（
72
）
富
士
前
町
邸
の
利
用
で
あ
る
が
、
一
八
九
四
〜
九
六
年
に
茅
町
邸
増
築
の
間
本

邸
と
し
て
使
用
し
た
事
例
（
前
掲
注
71
、
二
二
六
頁
）
や
、
一
九
〇
五
年
に
日
露
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戦
勝
記
念
の
園
遊
会
と
し
て
使
用
さ
れ
た
事
例
（『
風
俗
画
報
』
三
二
九
号
（
東

陽
堂
、
一
九
〇
五
年
））、
一
八
九
九
年
に
乳
牛
の
飼
育
に
使
用
さ
れ
た
事
例

（
前
掲
注
71
、
四
六
八
頁
）
を
除
き
、
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

（
73
）
大
嶋
陽
一
「
宝
暦
・
天
明
期
の
千
川
上
水
再
興
運
動
」（
大
石
学
監
修
、
東
京

学
芸
大
学
近
世
史
研
究
会
編
集
『
千
川
上
水
・
用
水
と
江
戸
・
武
蔵
野
』（
名
著

出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
）
三
〇
八
頁
。

（
74
）
内
藤
啓
太
「
江
戸
大
名
庭
園
に
お
け
る
上
水
の
影
響　

庭
園
経
営
と
水
源
に
関

す
る
研
究
」（『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
第
八
〇
二
号
、
二
〇
二
二
年
）

二
六
五
八
頁
。

（
75
）
三
菱
合
資
会
社
「
初
代
社
⻑
時
代 

中
」（
三
菱
史
料
館
所
蔵
、
Ｍ
Ａ
―

０
６
０
４
４
）。

明治前半期の会社形式による水道設置 森島　知之

(25) (24)

23-06-129　(01)_逆丁縦組_森島知之様_179号.indd   2523-06-129　(01)_逆丁縦組_森島知之様_179号.indd   25 2023/09/26   9:56:322023/09/26   9:56:32



Installation of Waterworks by a Private Company in Late 
Nineteenth Century Japan: With Reference to the 
Case of the Senkawa Water Company in Tokyo

MORISHIMA Tomoyuki

　　This paper examines the purpose of installing waterworks by a private company in the 
fourth quarter of the nineteenth century in Tokyo. To achieve the goal, the author 
approaches from the standpoint of those who founded a private company, rather than local 
governments. This is necessary and important because previous researches in the fields of 
economic history and business history have dealt with this issue only from the perspectives 
of national and local governments. This is inevitable because in Japan local governments 
were thought to have been responsible for the installation of waterworks.
　　As an example of a private company, the author draws attention to the case of the 
Senkawa Water Company in Tokyo. The company was established by IWASAKI Yatarō 
and a few other people, most notably members of the Maeda Family whose head served as 
the most influential daimyo during the Tokugawa period, to revitalize the Senkawa 
Waterworks that was originally dug in 1696. The original purpose of the establishment of 
the company by local people who resided along the Senkawa Waterway between 
Komagome in the northern suburbs of Tokyo and downtown Tokyo, was to allocate funding 
for the installation of waterwork. Once IWASAKI and members of the Maeda Family 
became the key members of the company, the company began to raise water bill and also to 
maintain the facilities, including the waterway.
　　The water supplied by the company was not only used as tap water for local residences 
and the mansions of the Maeda and Iwasaki Families, but also used to fill water in ponds in 
their gardens of the mansions. This clearly indicates that the founders of the Senkawa 
Water Company established the company not only for the local communities along the 
waterway but also for their private gardens. The installation of waterworks by a private 
company was very much influenced by the funders’ intentions.

Keywords: Modern Japanese history, private company, waterworks, water company.
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